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 午前１０時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○佐藤 議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、学童保育事業について外３点、８番高

橋壽議員。 

  〔８番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○８番（高橋 壽議員） 私の質問は、１．学童

保育について、２．発達障がい児の支援につい

て、３．小学校のスタート支援員、特別支援教

育サポーター、学習チューターの来年度以降の

実施について、４．東京電力柏崎刈羽原発にか

かわる問題についての４点です。 

  第１の質問は、学童保育についてです。 

  市内の学童保育所は現在22カ所、小学生約970

名が入所しています。入所児童は毎年ふえ続け

ています。ほとんどの学童保育所は、父母会な

どでつくる運営委員会組織が一般の民家を借り

上げて運営をしています。市が建設した学童保

育所は１カ所もありません。しかし、全国的に

は自治体が設置する学童保育所が半数を超えて

いるのが実態です。県内でも、酒田市や天童市、

南陽市では市が建設しています。山形市では、

小学校の余裕教室を積極的に活用しています。

学童保育事業は、市行政が責任を持つ、つまり

公的責任を明確にして運営されるべきものと考

えています。米沢市も、この点で言えば市が学

童保育施設を建設すべきものと考えますが、い

かがでしょうか。見解をお伺いいたします。 

  次に、発達障がい児の支援策について伺いま

す。 

  ３月議会でこの課題について質問いたしまし

た。当局の答弁は「プロジェクトを立ち上げる

などして、この課題に取り組んでいきたい」と

いうものでした。そこで、その後の取り組みに

ついて現状をお知らせください。 

  私は、米沢市にお住まいの障がい児の障がい

の早期発見や療育と訓練をどうするかという課

題については、米沢市が取り組んでいくと同時

に県も置賜地域の課題として取り組む必要があ

るというふうに捉えています。県の発達障がい

を持つ子供の療育訓練センターは、庄内地域と

内陸地域にそれぞれ１カ所となっています。内

陸地域では最上、村山、置賜の３地区を上山の

療育訓練センターが担うことになっています。

上山の療育訓練センターは長年、受診するまで

半年待ちといった状況が続いてきました。最近

では、小学校の高学年あるいは就学直前のお子

さんたちは受診もままならないという事態にな

っているというふうに聞いています。米沢市に

置賜地域をカバーすることができる療育訓練機

能を持つ施設を早期に県が設置するよう、県に

対して強く要望していくべき時期と考えますが、

御見解を伺います。 

  次に、小学校のスタート支援員、特別支援教

育サポーター、学習チューターの取り組みは来

年度以降も引き続き継続していく必要があると

考えますが、どのようにお考えなのかお伺いし

たいと思います。 

  市教育委員会は、2010年度から小学校１年生

を入学後半年間、児童と担任をサポートするス

タート支援員を配置し、成果を上げてきました。

学校現場からも評価されている事業です。この

事業の財源は、県の緊急経済対策の臨時雇用事

業で対応してきました。県はこの事業を今年度

で終了する予定です。したがって、来年度以降

もこの取り組みを継続しようとすると、新たな
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財源を確保する必要が出てきます。新たに財源

を確保して、来年度も継続すべきものと考えま

すが、見解をお伺いしたいと思います。 

  最後に、東京電力新潟県柏崎刈羽原発に対す

る米沢市の対応にかかわって、伺います。 

  ３月議会の代表質問では、刈羽原発をどう見

ているのか当局の考えを伺いました。これに対

し当局は、「東京電力福島第一原発と同じよう

な事故が起こった場合は、米沢市にも相当な被

害を及ぼすことが想定される」との認識を示さ

れました。「そうであれば、東京電力と常時、

相互に情報交換や、米沢市から働きかけができ

るようなルートをつくっておくべきではない

か」とただしました。当局は、「新潟県、山形

県などと広域的な働きかけが必要と考える。し

たがって、山形県とも協議しながら対応を考え

ていきたい」という趣旨の答弁をいたしました。

私は刈羽原発の廃炉を求めるものですが、現時

点でとるべき対応として、まず東京電力福島原

発の事故が及ぼした放射能汚染や風評被害など

も含めた直接的な被害に加えて、山形県民や米

沢市民が刈羽原発に対して常時おびえ続けなけ

ればならない精神的な苦痛、ストレスなどを考

えれば、さらには現状の福島第一原発の損害、

被害の対応を考えるならば、刈羽原発を監視で

きるような体制をつくっていくべきものと考え

ています。 

  新潟県下自治体では、原発周辺自治体が東京

電力と安全確保に関する協定を締結し、再稼働

問題など住民の声を反映できるようにしていま

す。「米沢市民にも被害が及ぶものと想定され

る」というのであれば、米沢市も新潟県下自治

体に倣って東京電力と安全協定を締結すべきも

のと考えますが、いかがお考えなのかお伺いし

たいと思います。 

  以上、答弁をお願いいたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの高橋壽議員の御質

問にお答えいたします。 

  私からは、発達障がい児の支援についてお答

えいたします。その他につきましては部長より

お答えいたします。 

  本市では、５歳児の発達について心配されて

いる方を対象とした「５歳児発達相談」を平成

22年度から実施しております。山形県でも平成

21年度から発達障がい児に対する早期サポート

事業を米沢市立ひまわり学園に委託し、発達障

がい児の早期の窓口相談、支援、母子のサポー

トを行っています。さらに、置賜保健所におい

ても子供の発育、発達等の問題から育児不安を

抱える母親に対する子育て支援相談を実施して

おります。さらに、24年度は発達障がいへの理

解と支援技術の向上を目的として、保育士、幼

稚園教諭、子育て支援スタッフ等を対象にした

子育て支援地域ケース検討会を開催しておりま

す。このように多くの相談窓口が設けられ、ま

た各種の事業を行っているところですが、保護

者からは「どこに相談したらよいかわからな

い」「一貫した養育支援が必要」との要望も寄

せられております。また一方で、平成23年に障

害者自立支援法及び児童福祉法の改正があり、

児童発達支援センターを整備し、発達障がい児

を含めた障がい児支援の強化を行うことが必要

になりました。 

  そこで健康福祉部では、社会福祉課、こども

課、健康課の関係３課で構成される「障がい児

支援業務ワーキング会議」を本年２月に立ち上

げ、発達障がい児を含む障がい児支援業務につ

いての適正なあり方を検討してまいりました。

会議は先進地視察を含め７回実施し、「障がい

児支援を一括して行うことができる体制をつく

るべき」「相談業務を含めた専門的な窓口が必

要である」などの検討結果に達しました。この

結果を踏まえ、どのような体制が最善であるか

を精査しながら、組織の見直しも含め現在検討
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を行っております。 

  続いて、県に対して本市に療育支援センター

設置を要望することについてお答えいたします。 

  医療、機能訓練、生活指導の専門機能を有し、

総合的な療育サービス等を提供する施設として、

山形県立総合療育センターが上山市と鶴岡市に

開設されております。特に上山市の総合療育セ

ンターは、発達障がいにおいて診断から療育ま

で総合的に行える点では県内唯一の施設となっ

ております。このことから、受診希望者が多く、

先ほど御質問にもありましたが置賜地域でも多

くの方が上山市での受診を希望していらっしゃ

いますが、約４カ月待ちという状況であります。 

  総合療育訓練センターに設置されている発達

障がい者支援センターへの米沢市在住児童の相

談延べ件数は、平成23年度は79件ありました。

県の委託事業としてひまわり学園で実施しまし

た平成23年度の発達障がい児に対する早期サポ

ート事業への個別相談件数は61件で、発達支援

の「まめっこくらぶ」や「じょいなすくらぶ」

に通所している人数は22人、延べ172人でした。 

  こういった実情から、身近なところで早期に

診断を受け、療育できる総合的な支援体制が望

まれますので、今後は置賜地域に総合療育訓練

センターを設置していただくよう、県に対して

強く要望していく考えであります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、学童保育事

業についての本市の学童事業の方針についてお

答えいたします。 

  本市の放課後児童クラブの創設は、地域の篤

志家による放課後の児童見守りに端を発するも

のでありまして、その設置場所も民間の家屋を

利用しておりました。このような本市における

放課後児童クラブの設立経過から、放課後児童

クラブの設置場所や設置・運営主体につきまし

ては、現在に至るまで特定の施設や設置・運営

主体を限定せず、地域の特徴や実情に即して、

運営上適切な施設や設置・運営主体による放課

後児童クラブの設置をお願いしております。 

  現在、本市には27カ所の学童保育所がござい

まして、そのうち３カ所を社会福祉協議会が児

童センターで運営し、そのほか24カ所を保護者

会、父母会、運営委員会、ＮＰＯ法人などによ

りクラブ自体の施設、民間の借り上げ施設、地

域のコミュニティセンター、学校を使用して実

施されております。これら27カ所の放課後児童

クラブは、それぞれの地域の実情に即し、学校

や地域の各種団体、保護者などと良好で緊密な

連携のもとに、充実した特色ある運営を行って

いただいているものと認識しております。 

  一方、児童福祉法におきましては、放課後児

童健全育成事業は市町村のみならず社会福祉法

人やそのほかの適切な者が行うことができると

されております。また、市町村の責務としまし

ては、放課後児童健全育成事業が着実に実施さ

れるよう必要な措置を実施すること、またその

利用促進について努力義務が規定されているも

のであります。したがいまして、本市における

放課後児童健全育成事業が良好に実施されてい

ること、法において放課後児童健全育成事業は

社会福祉法人やそのほかの適切な者が実施する

ことができることなどから、本市における放課

後児童健全育成事業の実施につきましてはこれ

までの方式を踏襲したいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、スタート支

援員、特別支援教育サポーター、学習チュータ

ー派遣事業についてお答えいたします。 

  まず、これら３つの事業の内容と成果につい

て御説明いたします。 

  初めに、小学校スタート支援事業についてで
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すが、近年「小１プロブレム」と呼ばれる小学

校１年生の学校不適応がふえてきており、学級

経営が困難な状態も見られるようになってきま

した。また、学校生活へのリズムの切りかえな

どにも時間がかかる子供が多くなってきており、

入学後、長期にわたり個別の指導が必要な児童

がふえてきています。このような実態を受け、

小学校入門期は幼児教育と学校教育の相互のよ

さを生かしたきめ細やかな指導がさらに求めら

れてきていることから、小学校１年生入門期の

不安を解消し、良好な学校生活への適応を図る

ため、スタート支援員を配置して児童の学習や

生活全般の支援を行うものです。 

  平成23年度は８名の小学校スタート支援員を

配置し、小学校８校に派遣しました。平成24年

度は９名を配置し、小学校９校に派遣していま

す。特に小学校１年生の担任補助や個別指導の

必要な児童への学習支援、集団生活への適応の

ための支援などを重点的に行い、児童の学習意

欲の向上、学習習慣の定着などとともに、小学

校入学時の不登校の未然防止や児童の情緒安定

に大きな効果が見られました。結果として、小

学校１年生の学校不適応が減少したというふう

に捉えております。 

  続きまして、特別支援教育サポーター派遣事

業について御説明いたします。 

  心身に障がいを持つ児童生徒は年々増加傾向

にあり、その障がいに合わせ求められる教育的

ニーズも多様化してきております。特に肢体不

自由障がいを持っている児童生徒の場合は、移

動や食事、排せつなど多くの支援が必要なこと

から、特に重い障がいを持つ児童生徒が在籍し

ている学校へ特別支援教育サポーターとして介

護補助ができる職員を配置し、安心・安全な学

校体制を確立するとともに、障がいを持つ児童

生徒の介護のサポートを行うものです。 

  平成23年度は５名の特別支援教育サポーター

を配置し、小学校５校に派遣しました。平成24

年度は７名を配置し、小学校７校に派遣してい

ます。特に肢体不自由障がいや重い知的障がい

を持った児童が在籍している学級に配属し、学

習支援や生活支援を行いました。教室移動や体

験活動などでのサポートができ、保護者や教職

員も安心して各学校の教育活動上重要な役割を

果たしていました。 

  最後に、学習チューター派遣事業について御

説明いたします。 

  本市の教育課題の一つである学力向上を図る

ための事業であり、基礎的、基本的学力の定着

を図ること、個に応じた指導を行うことを目的

とし、小学校において担任を補助し、児童の学

習を支援するための学習チューターを配置し、

小学校へ派遣するものです。 

  平成23年度は７名の学習チューターを配置し、

小学校７校に派遣しました。平成24年度も同様

の配置をしています。特に複式学級での担任補

助や、個別指導の必要な児童への学習支援、習

熟度別学習などを重点的に行った結果、児童の

学習意欲の向上、学習習慣の定着などの効果が

見られました。 

  これらの３つの事業につきましては、緊急雇

用創出事業を活用して短期的に実施しているた

め、平成24年度で終了予定となっており、今後

は学校の要望を聞きながら、これまで取り組ん

できておりますスクールガイダンスプロジェク

ト事業の中の学校支援として引き継いでいくつ

もりです。また、県の各種加配教員、別室登校

加配や児童生徒指導加配など、また避難児童生

徒支援のための加配措置などもありますので、

国や県の動向を見ながら、これらの事業の成果

を生かしていくようにしていきたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、「東京電力と、
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柏崎刈羽原子力発電所について協定を結ぶべき

ではないか」についてお答えいたします。 

  原子力発電所において事故などが発生した場

合には、基本的な情報の流れとして原子力災害

対策特別措置法の規定に基づき、原子力事業所

から国や所在県、市町村に通報され、国は原子

力緊急事態が発生したと認めるときは原子力緊

急事態宣言をして、対象となる市町村等の区域

に対し避難のための立ち退きあるいは屋内への

退避の勧告または指示が出されます。 

  昨年の福島第一原子力発電所の事故では、原

子力発電所から50キロメートル以上離れたとこ

ろにおいても避難が必要な地域があり、広範囲

な被害が発生いたしました。柏崎刈羽原子力発

電所において原子力災害が発生した場合、やは

り放射能汚染が一番心配され、健康被害への対

応が憂慮されることになると考えております。

本市においても、風向きや吾妻山、飯豊山の位

置関係によりまして、放射線被害の影響を受け

る可能性があるものと思っております。ただ、

原子力災害を受ける可能性のある範囲を想定し

てみますと、本市だけではなく県内全地域何ら

かの被害がある可能性があるのではないかと推

測しているところでもございます。福島原発の

原子力被害の経験を踏まえましても、本市だけ

でなく広域的にかかわる問題であると考えてい

るところであります。 

  山形県におきましては、地域防災計画の見直

しの中で原子力災害対策を追加したところであ

ります。対応する内容といたしましては、福島

原発と同様の事故について近隣県である宮城県

や新潟県などの原子力発電所においても発生す

る可能性があるという認識はしているものの、

屋内退避マニュアルにおいて対応することとな

っているところであります。 

  本市といたしましても、柏崎刈羽原子力発電

所で原子力災害が発生した場合、屋内退避を超

える事態を想定する必要があると思っておりま

すが、当面は県の屋内退避マニュアルに沿った

対応となります。そのように考えておりまして、

山形県にも働きかけながら、広域的な対応を行

っていく必要があると思っております。 

  このようなことから、東京電力と協定を締結

することにつきましては、米沢市単独で締結す

るのがよいのか、県や近隣市町村と連携を図っ

て共同で締結するのがよいのか、さまざま市民

の安全・安心に資するかを総合的に研究してい

きたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） それでは、療育センタ

ーの件で確認と再度お願いをしたいと思います。 

  市長答弁では、県のほうに強く今後この問題

では要望していきたいという御答弁でした。ぜ

ひお願いしたいわけですけれども、この課題に

つきましてはこの間、共産党市議団の予算要望

書でも何度か出させていただきました。あるい

は予算委員会などでも取り上げてきたわけです

けれども、これまでの答弁は「県には働きかけ

るけれども、機会があれば要望していきたい」

と、「機会があれば」という、余り積極的なお

話ではありませんでしたので、今回はやはり強

く要望していくというお話ですので、私は米沢

市の重要要望事項に上げて県のほうに要望して

いく必要があるというふうに考えています。ま

ず県の重要要望に上げるお考えがあるかどうか

お聞きしたいわけですけれども、それにつけて

も関係機関とやっぱりよく協議をして、できれ

ば関係機関、つまりこれにかかわる小児科のお

医者さんやらあるいは精神医療のお医者さんな

り、そういう現時点でかかわっていらっしゃる

皆さん方とも協議をし、御一緒に要望していく

ということが私非常に大事だというふうに思う

んです。やっぱり現状をよく捉えている方々か

ら現状を的確に伝えて、それでどういう方向性

が最もふさわしいかということも協議をして、
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具体的にこういう形でつくってほしいんだとい

うことを明らかにした上で要望していくことが

大事だというふうに思いますので、その辺も含

めて強く要望するということはどの程度なのか、

これまでと同じように機会があれば申し上げて

いきますという程度なのか、強くという程度の

ところについてもう一度御答弁いただければあ

りがたいと思います。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 米沢市内の小児科の先生から

も、発達障がいに対する対応に力を入れてもら

いたいという御要望、御指導も受けております

ので、そういうことを踏まえると県に対して重

要事項として要望していくこともやぶさかでは

ないと思っています。ただ、今御指摘のように

さまざまな関係機関との御相談も必要だと思っ

ておりますので、そういう御相談の上、どのよ

うな形で要望していくか判断をしていきたいと

思います。また、置賜３市５町全体としてもこ

れらセンターがあることによっての有益性とい

うこともありますので、そういうことも踏まえ

て判断をしたいというふうに思っています。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 米沢市単独ということ

ではなかなか難しい話ですので、やはり県とし

て何らかの形で設置するということになれば置

賜全体をカバーする施設として設置してほしい

という要望をしたほうが、私は県のほうに対し

ても説得力があるのではないかというふうに思

います。事実、先ほど答弁でもありましたけれ

ども、ひまわり学園に県のほうで委託している

当面のこの問題の対策としての低学年と高学年

の２つの事業がありましたけれども、それにつ

いては米沢の子供たちだけでなくて高畠やある

いは近隣の市町村からも通園しているというこ

ともあります。あわせて米沢市のほうではひま

わり学園は単独での事業として、米沢市営です

から事業をやっているわけですけれども、それ

についてはやはり近隣の市町村の方々がこの事

業に参加させていただきたいというふうなお話

があっても、やはり米沢市の事業という予算を

組んでいるわけなので、それはお断りせざるを

得ないという実態になっているわけです。だか

らなおそのことを考えるならば、やはり置賜全

体の課題としてこの問題を県のほうにお願いし

ていくということがよろしいのかというふうに

思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  それで、このことについては県のほうでも十

分認識していて、何らかの対策をしなければな

らないということで先ほど答弁ありました２つ

の事業を当面の対策として実施しているわけで

す。山形新聞の報道、昨年の９月の記事を見ま

したけれども、県としても上山の療育センター

が半年待ちの実態だというのはよく把握されて

いて、県議会でも問題になっています。ただ、

これについては先ほどから申し上げているよう

に当面の対策にとどまっているわけです。それ

が当面と言ってもうかれこれ20数年間の話です

ので、やはり今の局面で言いますときちんとし

た抜本的な対策を県としてもとるべきだという

ふうに考えています。それで、県のほうでは当

面の対策としては各地域の小児科の先生方ある

いは精神科の先生方、医療機関等の協力を得な

がら対策をやっていくということですので、当

面はそういう対策をとりながら、少し長い目で

見ながら早い時期に設置をお願いしていくとい

うことをお願いしたいというふうに思います。 

  次に、スタート支援員と特別支援教育サポー

ター、学習チューターの来年度以降の継続につ

いてお伺いしたいと思います。 

  先ほど教育委員会のほうからは、この間の実

践の成果と評価というのを述べていただきまし

た。非常に効果があって、学校現場でも歓迎さ

れている事業だというふうに思います。この事

業は、お聞きしますと同じような事業は県内の

自治体でも実施はしておりますけれども、よく
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米沢市の学校現場の実態を捉えて、教育委員会

として独自の事業としてこれは充実させようと

いうことでやってきたわけですよね。だからそ

ういう点では、米沢市独自の特徴ある非常にす

ばらしい事業を展開しているなと私は思います。 

  来年度以降どうするかという話になりまして、

先ほどの答弁ではそれまで米沢市が継続してき

たスクールガイダンスプロジェクト事業にまず

引き継いでいくと、それから県の加配の事業な

ども、来年度どうなるかわかりませんけれども、

期待をしながらですから、もしかしたら加配が

できないかもしれません。そういうこともあり

ますけれども、何とか引き継いで充実していき

たいというお話でした。ただ、さらにお聞きし

ますと、まちづくり総合計画の次の実施計画の

中では、予算措置としては従前に戻ると。人数

が４名程度、つまり先ほど答弁ありましたスク

ールガイダンスプロジェクト事業に引き継ぐん

だけれども、その時点では大体４名ぐらいしか

いなかったわけです。それ以降、この臨時対策

雇用事業を使って大きく人数を拡大していただ

いて、希望がある学校には教育委員会と相談し

ながら的確に人数を配置しながら、成果を上げ

てきたわけですね。そういう体制を維持してい

くということが私は非常に大事だと思うんです。 

  でもやっぱりこれは財源問題ですので、財源

がなければできないわけなので、教育委員会の

ほうでは市長部局の財政のほうに予算要求して

いきたいというふうなお話でしたけれども、財

政当局のほうはどうなのかというお話ですね。

財源確保はいろいろ難しいところはありますけ

れども、先ほどの評価、答弁を聞いていまして

も、非常に成果が上がっているということです。

そこで市長にお伺いしますけれども、今の答弁

を聞いてどういう感想をお持ちですか。やはり

何とか財源を確保できればしていきたい、ある

いは財源確保に努力していきたいという感想な

のかどうか。今来年度のことをやれるやれない

という話ができないのは当然なので、感想だけ

ちょっとお伺いしておきたいです。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 現在の段階では、御意見とし

て承っておきたいと思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） いや、私だけの意見で

はなくて、教育委員会も来年度以降も引き続き、

この３年間やってきた事業を「成果が上がって

いる」という評価をしています。それから学校

現場でも好評で、何とか続けてほしいという声

が上がっています。ですから、私だけの意見で

はなくて、そういう関係してきた皆さん方の努

力、それから成果、何よりも子供たちや父兄の

この事業に対する期待、そういうもろもろを考

えて、来年度も引き続き財源を何とか確保する

ように努力したいのかどうかというところをも

う一回お聞きできますか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 教育委員会の方針、そして市

長部局のほうは財源という、お互いに両輪の立

場におりますので、ここでたとえ前向きな考え

を仮に持っていたとしても、この段階でどうす

るかということについてはまだ打ち合わせをし

ておりませんので、ここで発言するのは控えさ

せていただきたいと思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） やっぱりせっかくやっ

てきたものが、引き継ぐといっても財源がなく

て人数が制限される、学校現場からはここ３年

間の配置で非常に成果が上がっているというこ

とが、ある意味４名に減らされたらすっぽり抜

け落ちて、従前に戻るわけです。小学校１年生

を担任された先生にお話をお伺いしましたら、

やはり入学間もない、保育園や幼稚園から上が

ってきた子供たち、情緒という話がありました

けれども、なかなか落ちつきがない子供さんた

ちが最近ふえているということも、いろいろな
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事情があって、社会的な事情、個人的な事情、

地域的な事情の上でそういうことになっている

んだというふうに思います。片一方の手に泣き

じゃくる子供さんを抱えながら、もう一方では

廊下に飛び出す子供たちもいて、何とか授業を

やりたいけれども、少人数になったけれども十

分な目が行き届かなくて大変な状況にあると。

この配置をしていただいて非常に子供も落ちつ

きを取り戻したとか、そういうことをおっしゃ

っていました。そういうことをよくもう一回教

育委員会と話し合いをされて、ぜひ来年度財源

を確保して事業を継続できるようにお願いした

いというふうに思います。 

  次に、刈羽原発の安全協定についてお伺いし

たいと思います。 

  先ほどの答弁ですと、県の新たな防災計画の

中に原子力問題についても盛り込まれて、屋内

退避とかそういうやり方で危険回避はやります

というふうなお話でした。一旦事が起こった場

合にどうするかという対応型のやり方というか、

それはやっぱり防災計画で迅速に対応するとい

うのは非常に大事な話ですので、それはそれで

私は非常にやる必要があるというふうに思いま

すけれども、予防的なところですね。原発事故

が起こらないようにどういうふうに監視をし、

そして防御していくかという、その点で私は非

常に現状、宮城県という話もありましたけれど

も当面は新潟県の柏崎刈羽原発に対して我々米

沢市での被害が想定されるという見解ですから、

被害が想定されるのならそこをどうやって押し

とどめていくかという、予防的な、防御的なと

ころを詰めていく必要があると私は思います。

ですから、答弁にもありましたように米沢市単

独ではできない話なのかもしれません。県に働

きかけていく必要もあろうかというふうに私は

思います。しかし、そのことをやっぱり考えて、

足を踏み出していくべきだというふうに思うん

です。 

  それで、私去年の原発事故以降の県知事の対

応を新聞報道などで見ておりまして、去年４月

の記者会見の中で発言されたところに注目をし

ていたわけですけれども、これは去年４月17日

の山形新聞です。知事は、関西電力の大飯原発

の３号機、４号機の再稼働問題に絡んで、記者

会見の中でこういうふうに言っていたと書いて

あります。「福島第一原発事故の発生で、隣接

する山形県は風評被害に苦しんでおり、原発立

地県周辺の関係自治体の考えをしっかり聞くこ

とが必要だ」というふうに強調して、「政府に

対して、原発を再稼働させる際は隣接県の意見

を尊重するよう求めた」と。つまり原発立地の

周辺の自治体だけでなくて、それを含めて周辺

の関係自治体、つまり山形県も含めて関係自治

体の考えをちゃんと聞きなさいと、そういう体

制をつくることが大事だと、それは政府もしっ

かりやってくださいというふうなことを吉村知

事が言っているんです。つまり、県としては新

潟の刈羽原発に再稼働問題を含めて何らかの意

見を言えるようにやっていきますと、今後取り

組んでいきますという表明だったというふうに

思います。 

  それで、こういうチャンスをやっぱりしっか

りつかまえて、米沢市も県がそういう対応をし

ているんだったら県と積極的に協議をしながら、

米沢市独自でできなければ県と一緒にこの取り

組みに足を踏み出すということが大事だという

ふうに思いますが、いかがですか。もう一回お

伺いしたいと思います。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 これまでの防災の重点区域、

議員も十分御承知だと思いますが、８キロメー

トルないし10キロメートル範囲の中でそれを重

点区域と設定していたものを、先週国が防災計

画を見直して、30キロメートルに広げたと新聞

には出ていました。現実的には50キロメートル

以上の被害が出ておりますので、30キロメート
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ルでもまだ足りないという状況だと思います。

50キロメートル圏内まで実際出ている被害に対

して、関係市町村は福島県と共同で締結をして

いるかと思います。さらに米沢市の場合にそれ

を当てはめますと、実は刈羽原発までは140キロ

メートルほど離れております。確かに隣接県で

はありますが、距離的な面では８キロメートル

から10キロメートル、さらには30キロメートル、

そして50キロメートル、現実的には140キロメー

トル離れてございます。そういった意味では、

議員もおっしゃったとおり現在は県の屋内避難、

そういったマニュアルを重視しながら、もう一

歩踏み出した対応は今後とも検討していく必要

はあるかと思いますが、現在のところは研究に

とどめたいと考えているところでございます。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 福島第一原発事故が起

こって、その後の対応について風評被害を含め

て米沢市も山形県も大変な被害を受けたんだけ

れども、なかなか損害賠償などの問題が前へ進

まなくて来たわけです。それを県が音頭を取り

ながら、ようやくここにきて風評被害問題につ

いては一定の前進を見てきたわけです。それは

東京電力のほうでいわば加害者意識というのが

非常に薄くて、本来ならば加害者の東京電力が

積極的に対応しなければならないんだけれども、

それに対して後ろ向きだということがあるわけ

ですよね。福島県内の住民の方々も、原子力紛

争機関に損害賠償を求めるものを出しても実際

賠償になっている現時点での被害額というのは

非常に少ないです。スズメの涙というふうな実

態になっています。こういうことを考えても、

私は前もってこの協定を結んでいることが、仮

に刈羽原発事故が起こって直接的な被害が起こ

らなくても、風評被害が起こった場合にはその

協定を担保にしてこの損害賠償などの問題につ

いて切り込むことができるというふうに私思い

ます。やはりそういうことをきちんとできるよ

うな体制、力というのを今米沢市でも持つ必要

があると思うんです。もう言われっ放し、東京

電力から。東京電力が事故の加害者でありなが

ら、力関係を東京電力が持っていて、被害者で

ある関係自治体が全く後回し、外側に置かれて

いるという実態は避ける必要があるというふう

に、今度の福島原発のその後の対応の問題から

考えていく必要があると私は思います。 

  それで、新潟県下では現在では連絡通報協定

を結んでいるのが、今おっしゃったような50キ

ロメートル離れたところのほとんど大体の自治

体です。安全協定を結んでいるのは、今新潟県

と柏崎市と刈羽村、３つに限定されているわけ

ですけれども、今通報連絡協定を結んでいる自

治体でも積極的にやっぱり安全協定を結んでい

かなければだめだということに各議会や自治体

でなっていまして、安全協定に締結し直すとい

う動きが出ています。やはり米沢市も、先ほど

から重ねて申し上げますが、県と協議をしてこ

の協定のあれに参加していくということをぜひ、

今後の研究課題というふうにおっしゃっていま

すので、どういうふうな形でできるかどうかを

含めて研究をお願いしたいというふうに思いま

す。 

  それで、安全協定をずっと見ていきますと、

14条の３項に再稼働問題でもきちんと意見を言

えるというふうになっているんです。東京電力

のほうでも、これは協定ですからそのことを認

めているわけです。再稼働問題についても住民

の皆さん方の意見をちゃんと聞いてやりますと

いうふうになっているわけなので、やはり山形

県民、米沢市民がいつ原発事故が起こるのか、

放射能汚染の危険におびえながら暮らすという

ことに現時点でなっているわけなので、そのこ

とを解消する意味でもぜひ研究をして、いい方

向に向けて御努力をお願いしたいというふうに

思います。この問題については引き続き問いた

だしていきたいと思いますので、よろしくお願
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いしたいと思います。 

  最後に、学童保育の件に移ります。 

  私は米沢市が公的責任をもっと明確にして、

施設、建物は米沢市が建設すべきだというふう

に申し上げました。それに対して、良好に実施

されているという理由でこれまでの方針を踏襲

したいというふうにおっしゃったわけです。つ

まり、民間の借家を借り上げるなどして対応し

てくださいという答弁でした。 

  それではお聞きしますが、全国の学童保育の

実態ですけれども、いわゆる公設、各自治体が

建設しているというのが、私は前回の質問でも

御紹介いたしましたけれども、一応当局から現

状がどういうふうになっているのか、学童保育

全体、全国の状況の中で公設というのはどれぐ

らいの割合になっているのか、そしてまた山形

県内では公設というのはどの程度になっている

のか、ちょっと教えていただけますか。米沢市

では公設というのは１カ所もありませんけれど

も、県内の状況などお聞かせいただけますか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 公設の設置状況のお尋

ねなんですけれども、申しわけございません、

私の手元に今その資料はございませんので、ち

ょっと御答弁できない状態です。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 全国の状況ですと、こ

れは直近の数字ですけれども、学校施設内を利

用するなど、いわゆる公設として学童保育事業

をやられているのは全国で１万カ所を超えてい

ます。１万362カ所。そのうち51.3％が公設とし

て設置されています。山形県の場合は公設は56

カ所ありまして、その率は22.5％です。山形県

が全国平均よりも半分ぐらいの数字で、非常に

少ないわけです。そして米沢市では０％と。な

ぜこういう実態になっているのかというのを考

えますと、やはりこの問題について米沢市とし

てはこれまでやってきたのでそれでいいじゃな

いかと、しかも良好に実施されているという御

認識なので、そのようになっているのかという

ふうに思いますけれども、私は良好な状況で実

施されているというふうには全く考えません。

公設で、つまり学校の余裕教室やあるいは単独

施設などで、行政が建設すべきだというふうに

考えますけれども、その中で学校施設を利用す

べきだというふうにも思いますけれども、この

ことについて県から昨年の11月に通知が各市町

村長と各教育委員会教育長に行っていまして、

各市町村のこども課のほうでは当然御承知の上

だというふうに思いますけれども、この通知で

はこの問題について学校の余裕教室などを活用

するということについてはどういうふうに書い

てありますか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ただいま県からの文書

ということなんですけれども、これも申しわけ

ございません、私どもこども課のほうには来て

おりませんで、やはり余裕教室の使い方につき

ましてはこれまでもお答えしてまいりましたよ

うにそれぞれの施設の目的がございますので、

それらの用途に照らし合わせ、可能ならば個々

それぞれの状況に応じながら対応していくべき

ものというふうに考えております。 

○佐藤 議長 高橋壽議員、通告していないの。

２つも答えられないんだもの。 

○８番（高橋 壽議員） これを聞くとは通告し

ておりませんけれども、学童保育のこの問題に

ついてはきょうお聞きしますということは……。 

○佐藤 議長 いいです。ではそういうことで

すので。高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 去年の11月８日に県の

子育て推進部長と県教育委員会教育長の名前で、

放課後子供プラン（放課後児童クラブ及び放課

後子供教室）の小学校内設置の推進についてと

いう依頼文が来ているわけですね。これにより

ますと、これまでは小学校の余裕教室の有効活
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用の面から、積極的に活用しようということを

お願いしてきたと。加えて、東日本大震災を踏

まえて子供の安全で健やかな居場所を確保する

点から、従来以上に推進していきたいと考えて

いると。ついては、その実施に向けて積極的に

御検討を賜りますようお願いしたいというふう

なことになっているわけです。このことを受け

て対応されているのかどうかはわかりませんけ

れども、少なくとも米沢市としては各学童保育

の意向があれば小学校の余裕教室やあるいは学

校の敷地内などを活用していきたいと、前向き

に検討していきたいという答弁が先週の一般質

問の第１日目にもありましたし、今の答弁でも

ありました。各学童保育の意向があれば積極的

に前向きに検討していきたいということがあり

ました。それでよろしいですね。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ただいまお尋ねのとお

り、それぞれの地区の意向があればということ

で、私どものほうも答弁しております。ただ、

繰り返しになりますが、それぞれの施設の目的

があって、それぞれの施設の状況というものも

ございます。したがって、その辺の整合性をと

りながらそれぞれの地区ごとにお話をお伺いし

なければならないものというふうには考えてお

ります。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） 意向があれば積極的に

前向きにやっていくということでした。それで、

９月１日に今年度の学童保育連絡協議会のほう

から６点にわたって要望書が出ております。そ

の中身は、最優先の第１項目めとして学童保育

施設は行政の責任で建てるべきだ、確保すべき

だというふうな要望が出ております。つまり、

各学童施設では市行政の責任で施設を建ててく

ださいという要望なんです。つまり意向はある

わけです。そういう意向があれば積極的に対応

するということですけれども、学童保育連絡協

議会ではそういう意向があって要望しているわ

けなので、米沢市としてはやっぱり意向調査を

すべきだと思います。具体的にそれぞれの学童

保育に対してこども課として、あるいは教育委

員会としてはそういう条件が整えば積極的に学

校の余裕教室あるいは敷地内に学童保育施設を

つくっていきたい、前向きに考えたいというふ

うに考えていると。ついてはあなたの学童保育

ではどうですかという意向調査が必要だという

ふうに思いますけれども、いかがですか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 ただいま意向調査とい

うふうなお話ですけれども、確かにこども課の

ほうではそれぞれがどうなのかというお問い合

わせはしておりませんでした。そういった御要

望はこれまでの事例ですと塩井地区がありまし

て、具体的なお話があって、そこで対応させて

いただいたというふうな経過でございます。確

かに議員おっしゃるように、それぞれのところ

がどういうふうな考えを持っていらっしゃるの

か私どものほうでも聞く必要があるなというと

ころは考えられますので、これにつきましては

検討させていただきたいと思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） これまでは、具体的に

学童保育から意向が上がってくれば対応すると、

いわば受け身の体制だったわけです。上がって

くればと。しかし、今回学童保育連絡協議会で

はそういう意向があるんだと、だから対応して

くれと出ているわけです。であれば、意向が出

てくればという受け身でなくて、こちら側から

積極的に来れば対応するという話ですから、意

向調査をやるということが必要だと私は思いま

す。検討するという答弁でしたけれども、ちょ

っともう一回その辺どうですか。やられますか、

意向調査。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 確かに検討はしてみた
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いと思います。ただ、学童保育所の設置につき

ましては冒頭の答弁でも申し上げましたように

地域の実情に応じた方法で運営しろというふう

な法の趣旨でございます。したがって、それに

基づいて私どもも学童保育全体のところを運営

してございますので、それについてこれまでの

方法をとっていきたいというところで答弁させ

ていただきました。したがいまして、それぞれ

のところにつきましては個々の考えをお聞きす

ると同時に、改めてというよりはこれは全くや

っていないというわけでもございませんで、全

学童施設について担当のほうで毎年時期を決め

てお伺いしながらその状況を見ているというふ

うなところでもあります。したがいまして、そ

のような話の中からも、今までのところ具体的

にどこの場所というところも上がっていなかっ

たものですから、テーマを絞りながらそういっ

たものも調査のほうを考えていきたいというふ

うに思います。 

○佐藤 議長 高橋壽議員。 

○８番（高橋 壽議員） ぜひ意向調査をお願い

したいというふうに思います。 

  それで、私この間この質問のために酒田市と

天童市、山形市、南陽市の学童保育の施設がど

ういうふうになっているのかということで、視

察に行きました。そうしましたら、大変驚きま

した。これほど格差が出てきたのかということ

で驚いたわけです。酒田市は現在20カ所の学童

保育がありますけれども、２カ所を除いて全て

市が建設しているんです。残っている２カ所も、

小学校が今建てかえ中で、建てかえ時に合わせ

てこれも学校の敷地内に市が建てると。つまり

全部市の責任で市が建てているわけです。それ

も学校敷地内に単独の施設として立派なものを

つくっています。それから天童市も市の予算で

立派につくっていますし、南陽市でもそういう

状況なんです。だから米沢市は１カ所もないと

いうのは本当に県全体のレベルからしてもおく

れている話なので、そのところをよくお考えの

上、対応していただきたいというふうに思いま

す。 

○佐藤 議長 以上で、８番高橋壽議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時１０分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、鳥獣被害対策について外２点、４番我

妻德雄議員。 

  〔４番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○４番（我妻德雄議員） おはようございます。

きのうは市民総体陸上競技大会、大変お疲れさ

までございました。 

  早速質問に入ります。 

  初めに、熊や猿、カモシカ、カワウ被害など

の鳥獣被害対策について質問いたします。 

  連日のように熊の出没や被害のニュースが新

聞などで報じられています。そして、議会でも

活発に議論されている猿被害も相当深刻です。

さらに、本市では生息が困難であったはずのイ

ノシシも確認されています。また、余り知られ

ていませんが、川ではアユや小魚を捕食するカ

ワウの被害も出ています。熊や猿、カモシカな

どの食害は、農業者の営農意欲の低下を招き、

耕作放棄地の増加をもたらす要因ともなってい

ます。そして、中山間地域の過疎化に拍車をか

けています。中山間地域での活動が減り、動物

とのせめぎ合いがなくなったことで、鳥獣の分

布域が人の生活圏近くまで広がり、被害金額と

して数字にあらわれた以上の影響を及ぼしてい
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ます。農山村が疲弊し、山が荒れ、里に動物が

押し寄せてきているのです。人と動物のバラン

スが崩れ、さらなる鳥獣被害を招くという悪循

環に陥っています。熊、猿、イノシシ、カモシ

カ、カワウの生息状況とその被害の実態をお知

らせください。 

  一方で、森林レクリエーションに対する関心

が高まっています。野生動物は多くの人に魅力

的な自然要素の一つです。また、生物多様性の

観点からも、野生動物をできるだけ残すことが

望ましいと考えます。森林に対するニーズの多

様化に対応し、食害を防ぎつつ、野生動物が生

息する森林を維持することが、大きな課題でも

あります。 

  つい最近まで、人は燃料や木材調達のため里

山の森に頻繁に出入りしていました。しかし、

生活様式の変化や林業の衰退などで森を利用す

る人が減ったため、近年は草木が鬱蒼と生い茂

る森林がふえ続けています。高齢化して痩せた

森林には病害虫がふえ、ブナやナラの実の豊凶

にも影響します。良好な森林を維持することは、

熊などのけものが山から出ないようにする一つ

の方策です。鳥獣対策としても、良好な森林を

つくることが重要と考えます。本市の見解をお

聞かせください。 

  同時に、捕獲以外で野生動物の生活圏を分け

ることも大切です。田畑周辺の森林を伐採し、

草刈りをして、動物が隠れる場所をできるだけ

なくすことです。そして、森から田畑まで見通

せる距離をできるだけ長く、広くすることが大

切です。森と人里の緩衝帯をつくることが、被

害防止に効果があると考えます。しかし、荒れ

果てた耕作放棄地の整備や森の間伐などは、地

権者や生産者個人だけでは難しいケースがほと

んどです。行政の手助けも必要ですし、地域の

協力も必要です。住民と行政が一体となって取

り組む姿勢が大切です。本市の考えをお聞かせ

ください。 

  猿被害対策については、冒頭でも申しました

が議会でも活発に議論されてきました。しかし、

全国的にもそうですがなかなか効果的な対策が

とれずにいるのも現状です。かつて奥山に生息

していた猿がどんどん人里におりてきて、農作

物などの食害を起こしています。里山や里には

食料がたくさんあります。そして気候も山奥に

比べれば温和ですから、寒さなどで死亡する猿

も少なく、数はどんどんふえています。収穫し

ない柿やクリ、収穫後の田畑の残骸やくず野菜、

生ごみ、お墓のお供えなども猿にとっては格好

の餌となり、餌づけとなってしまいます。栄養

状態が向上した猿は、繁殖率も旺盛となり、さ

らに数をふやす悪循環に陥っているのです。本

市でも猿の被害範囲が拡大傾向にあるようです

が、その実態をどのように把握されているでし

ょうか、お尋ねします。 

  また、猿の行動もエスカレートしているので

はないでしょうか。一昔前は人の姿を見つけれ

ば一目散に逃げた猿が、最近では高齢者や女性、

子供などに見つけられても逃げようとしない猿

までいます。それどころか、逆に「ギーッ」と

威嚇する猿までも出てきているようです。また、

人家の屋根を走り回ったり、小屋などに侵入し

て食べ物を盗む猿まで出現しています。猿の行

動が激化、悪質化しているのではないでしょう

か、お尋ねいたします。 

  本市は今年度、農林水産省の補助を受けて鳥

獣被害対策実施隊を組織し、専門的に鳥獣被害

対策を実施しています。同時に、米沢市有害鳥

獣対策連絡協議会を設立しました。鳥獣被害対

策実施隊の具体的活動をお知らせください。 

  本市の猿被害対策は、有害捕獲と８連発花火

などによる追い払いや電気柵設置など、地域特

性に合わせた取り組みを行ってきました。また、

猟友会にも捕獲を頑張っていただいています。

しかし、決定的な対策となっていないのが現状

です。本市の猿の個体数や群れの数、行動範囲、
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形態などの現状把握を徹底的にする必要がある

と考えています。そして、きちんと個体管理が

できる体制をつくることが大切です。出没情報

の収集手段の確立が大事と考えます。同時に、

従来から行っている発信機を全ての群れに取り

つけ、地区や地域と協力しながら効果的に運用

することが大切ではないでしょうか。本市の見

解をお聞かせください。 

  被害防止対策に当たっては、地域が一丸とな

って取り組むことが重要です。猿にとって田畑

や集落の餌場としての魅力をできるだけ下げ、

猿に集落をよい餌場だと思わせないことです。

柿やクリは収穫するか、できない場合は木を伐

採することです。墓のお供えは持ち帰るなどの

対策が必要です。餌になるようなものは徹底し

て撤去し、餌づけをしないようにしなければな

りません。そうしたことを地区、地域で取り組

むことが重要です。そのために住民の意識づく

りが大切と考えます。本市の対策をお聞かせく

ださい。 

  猿が集落内で何度か農作物を食べることがで

きてしまうと、いつでもそこに餌があり、食べ

ることができると学習します。緩衝帯の設置な

どのハード面の対策を行い、同時に地区、地域

の方々が共同して、猿が集落や田畑にあらわれ

たら猟犬や花火などを使って断固として追い払

うよう実施し、集落での居心地を悪くすること

です。地区全体で猿被害防止体制の構築が必要

と考えます。本市の見解をお聞かせください。 

  大項目の２点目、雪害対策についての質問に

入ります。 

  この暑さと少雨で苦労されている中で雪の話

で、恐縮です。雪が消えると忘れがちになりま

すが、雪害を最小限に食いとめる減災に向け、

降雪前のこの時期から対策を講じることが大切

と考え、質問させていただきます。 

  今冬は２年連続の大雪で、市民生活や物流、

各種産業にも影響を及ぼし、果樹や中山間地の

家屋などに多大な被害が発生しました。本市で

は、今冬の大雪に対して豪雪対策本部を設置し

て、通学路の安全確保や除雪指定路線の除排雪

の徹底、排雪助成や高齢者等世帯への雪対策支

援の拡大など、努力していただきました。積極

的な雪害対策を高く評価するところです。 

  ２年続けての豪雪で、市民生活の安全・安心

のためにさらなる対策が求められる点も浮き彫

りとなりました。まず、崩壊が懸念される空き

家の適正管理が必要だということです。今冬の

崩壊家屋数はどのくらいでしょうか、お尋ねし

ます。 

  老朽化した空き家が道路に面している場合や

家が隣接している場合など、そのまま放置し続

けるのは周辺住民の安全上からも大きな問題で

す。対策が必要と考えます。本市の考えをお聞

かせください。 

  次に、高齢者等雪下ろし援助員派遣事業の拡

充について質問します。 

  先ほども申しましたが、今冬は豪雪対策本部

が設置されましたので、雪下ろし援助員の派遣

回数を当初２回までの地域は４回に、当初３回

までの地域は５回にそれぞれ拡大していただき

ました。しかし、2011年の豪雪では積雪量が豪

雪対策本部設置の目安までわずかに達しなかっ

たため、設置されませんでした。その結果、あ

の豪雪でも高齢者等雪下ろし援助員派遣事業も

当初の回数のままでした。 

  米沢の冬は、とにかく雪いじりが大変です。

特に中山間地はまさに雪との格闘です。豪雪対

策本部ができた今冬は、米沢市の最大積雪量は

165センチメートルでした。このとき、田沢の積

雪計は２メートル50センチメートルを優に超し

ていました。積雪で１メートルも多いというの

は、降雪では一体どのくらい多いのでしょうか。

私はデータを持ち合わせていませんから想像で

すが、市街地の倍近くにもなったのではないで

しょうか。 
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  今冬は、市街地の雪おろしは二、三回が平均

で、多くても４回ほどではなかったでしょうか。

田沢の私の家は７回雪おろしをしました。中山

間地ではもっと回数の多い家庭もあったようで

す。ここ数年、田沢地区では「いや、俺も雪い

じりされねくてよ。ことしはよぐよぐやんだぐ

なった。城下さ引っ越すからよ」と、申しわけ

なさそうに高齢者の方が市街地に引っ越すケー

スが目立つようになってきました。「田沢は山

菜もうまいしよ、キノコもとれるし、夏は涼し

いし、雪さえ降んねがったら本当にいいどごだ

けどな」というのが、地区に住む方々の御意見

でございます。一方で、「そがなごど言ってね

えで、雪の少ない城下さ引っ越したらいいご

で」という意見も確かにございます。しかし、

この間議会でも山や水田が水の涵養、洪水防止

に大きな役割を果たしていることや、きのうも

島軒議員がおっしゃっていましたけれども中山

間地が熊の歯どめになっていたり、猿やけもの

の防波堤的な役割を果たしているのも事実です。

都市部は中山間地の恩恵にあずかっていること

を申し上げ、議会の中でも御理解をいただいて

いると思っております。 

  雪の問題を解決あるいは軽減することは、中

山間地の里山を守り、健全な姿を維持すること

につながります。少ない投資で大きな効果が出

せる施策です。周辺部の積雪・降雪量、そして

雪おろし回数の調査を行い、その結果をもとに

高齢者等雪下ろし援助員派遣事業と、高齢者等

除雪援助員派遣事業などの回数を決める必要が

あるのではないでしょうか。本市の見解をお聞

かせください。 

  また、高齢者等雪下ろし援助員派遣事業は、

名のとおり雪おろしだけに適用される事業です。

しかし、最近は落雪式の屋根も多く、落ちてき

た屋根の雪片づけができなくて困ったという声

を多く耳にします。皆さん御存じのように、落

雪式の屋根の雪片づけをまめに行わないと、地

上と屋根の雪がつかえてしまい、雪が落ちなく

なってしまいます。そして、屋根の軒が折れる

などということも起きてしまっているようです。

高齢者等雪下ろし援助員派遣事業の幅を拡大し、

落雪式の屋根の雪片づけにも適用できるように

拡充できないものでしょうか。本市の考えをお

聞かせください。 

  次に、地域ボランティアなどの育成の質問に

入ります。 

  雪害対策と言っても、行政や個人では限界が

あります。昨冬、今冬の大雪では、業者に除雪

を依頼しても業者も手が回らずに、何日も待た

されるケースが結構ありました。まして、こと

しの雪は休みなく降り積もる一方でしたから、

屋根の軒が折れるなどの被害も相当出ています。 

  田沢地区では、民生委員を中心に雪おろしボ

ランティア隊を組織して、どうしても雪おろし

ができない家庭に対して雪おろしのボランティ

アを行っています。今冬も何回か出動いたしま

した。毎回15名ほどの方が参加してくださいま

す。この組織もきちんとした組織ではなく、民

生委員であったりコミセンの役員の方であった

りと、とにかく声をかけて集まっていただいた

方が無償で雪おろしと除雪作業をするシステム

になっています。 

  土木課で行っている市道の除雪作業を地域に

発注する制度のように、地区と行政が協働で進

める高齢者世帯の雪おろしと除雪の援助をする

事業を検討する時期にきているのではないでし

ょうか。地域ボランティアの組織の支援をどの

ように考えているでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

  本市は山形大学工学部と米沢女子短期大学の

学生を対象に、セカンドホーム事業を実施して

います。これは家庭で米沢の家庭料理をごちそ

うし、２時間ほど交流する事業です。これを発

展させて、例えば学生が地域の高齢者世帯のお

宅を訪れ、地区のボランティアの方と一緒に雪
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おろしや雪片づけなどを体験し、そしてそのお

宅で夕御飯をごちそうになり、交流するような

システムもよいのではないでしょうか。交流人

口の増加は、地区の活性化につながります。ま

して高齢者は冬はどうしても家に閉じこもりが

ちです。そうしたところに学生が来て、食事を

ともにすることは、高齢者の健康増進にもつな

がると考えられます。そして何よりも学生には

今の事業以上にインパクトがあり、ある意味よ

い思い出となるのではないでしょうか。検討の

価値があると考えます。いかがでしょうか。 

  次に、通学路の確保について質問いたします。 

  中山間地区の児童生徒の登下校は、非常に難

儀です。冬は歩道を歩く人も少なく、踏み跡も

その後の風と降雪ですぐになくなってしまうこ

とも多々あります。下校時には地区の方が迎え

に来てくださるケースもあるようです。まず、

本市の通学路の確保の状況はどのようになって

いるでしょうか、お尋ねいたします。 

  三沢西部小学校の例で話をしますと、国道の

除雪車が朝の７時ころ除雪をしています。その

後を追いかけるように歩道の除雪車が除雪をす

るのですが、この除雪が児童の登校時間まで間

に合わないことが多々あります。地区の方が見

かねて、かんじきで歩道に踏み跡をつけて児童

の通学路を確保したことが一度や二度ではなか

ったようです。同じような事例は他学区でもあ

ると聞いています。登校時間まできちんと歩道

除雪ができる体制が必要です。見解をお聞かせ

ください。 

  最後に、大項目の３点目、市民総合体育大会

についての質問に移ります。 

  第３期米沢市教育文化計画では「市民総合体

育大会は永い歴史があり、市民に浸透している

状況にありますが、人口規模に格差があること

や競技種目によって参加できない地区もあり、

運営方法について、関係者等の意見を踏まえ見

直すべき時期にきている」と記していますが、

どのように運営方法の見直しを行うのでしょう

か、お尋ねいたします。 

  市民総合体育大会は16競技を実施しています。

うち、何競技か参加地区が３分の２ほどのもの

や、参加が半数にもならない競技もあります。

また、不参加とならなくても、地区で人集めに

大変苦労しているような競技も多くあるようで

す。これは総合点数に影響するために、いろい

ろと議論がされているところでもあるようです。

実施されている競技を楽しみにしている人も多

くいますから、現時点では廃止や中止はすべき

ではないと考えます。ただ、総合点数のつけ方

について参加率の悪いものはカウントしないな

どの工夫が必要ではないでしょうか。検討する

時期に来ていると思います。本市の見解をお聞

かせください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの我妻德雄議員の御

質問にお答えいたします。 

  私からは、雪害対策のうち空き家対策、高齢

者等雪下ろし援助員、そして地域ボランティア

についてお答えいたします。その他につきまし

ては部長よりお答えいたします。 

  今冬、すなわち平成23年度の冬において倒壊

した建物の棟数は14棟でありました。その内訳

につきましては住宅が８棟、車庫が３棟、倉庫

が２棟、工場が１棟でありました。 

  毎年降雪前に、これまで通報のありました管

理がなされていない空き家の所有者または管理

者に対して、建物の適正な管理をしていただく

よう現場を確認の上お願いの文書を送付してお

り、また積雪により倒壊のおそれがある建物等

についての通報が入れば直ちに現場に向かい、

状況を把握し、可能な限りの対策を講じ、場合

によっては警察、消防との連携を図るとともに、

所有者または管理者にその対策を早急に講じて
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いただくよう文書等により通知をしております

が、実際にはなかなか効果が上がっておりませ

ん。空き家問題は今後ますます増加することが

予想されますので、この７月に空き家対策のプ

ロジェクト会議として関係部署から成る空き家

対策検討会を立ち上げ、条例制定に向けて検討

しているところです。また、山形県で現在作成

中の空き家対策のガイドラインも間もなく示さ

れますので、それらも参考にしながら検討を進

めてまいります。 

  続いて、高齢者等の雪おろし、除雪援助であ

りますが、高齢者等雪下ろし援助員派遣事業に

つきましては自力で雪おろしができない65歳以

上の単身高齢者に対して１シーズン２回、山間

部については３回まで雪下ろし援助員を派遣す

るもので、１回当たりの公費負担の金額は9,000

円以内となっております。 

  豪雪対策本部が設置されました平成23年度は

上限をそれぞれ２回ふやすなど、積雪量に見合

った対策を行いました。ちなみに利用回数は平

均で市街地が2.2回、山間部が2.7回でありまし

た。今年度は昨年の結果を踏まえ、当初から上

限回数を市街地は年２回のところを３回に、山

間部は年３回のところを４回にふやす方向で考

えております。 

  次に、除雪援助員派遣事業は65歳以上の高齢

者世帯が公の道路から玄関先までの通路を確保

できるように、10回を上限に作業員を派遣する

制度であります。この事業も、豪雪でありまし

た昨年度は降雪量に合わせて４回ふやして、上

限を14回にいたしました。今後も降雪の状況に

合わせて必要な支援を行ってまいります。 

  また、落雪式の家の周りの除雪についてであ

りますが、場合によっては公道から玄関先まで

を除雪する高齢者等除雪援助員派遣事業を応用

して適用できますので、御利用いただきたいと

思います。 

  続いて、雪害対策に対するボランティア支援

についてでありますが、社会福祉協議会で推進

していただいており、除雪協力隊と除雪支援隊

の２つの形態があります。除雪協力隊はボラン

ティア、ＮＰＯ、学校、企業、各種団体等で除

雪活動に協力をいただく組織であります。平成

23年度の集計によりますと、学校では七中が４

回、高校については各校とも運動部の活動の中

で行っており、商業高校が６件、東高が３件、

興譲館高校が１件、工業高校が１件となってお

ります。大変ありがたいことだと感謝申し上げ

る次第であります。 

  除雪支援隊につきましては、町内福祉部、民

生委員、児童委員など近隣住民で構成され、除

雪活動に取り組んでいただく組織で、それぞれ

の地域活動であることから、社会福祉協議会で

も特に活動の集計をとっておりません。社会福

祉協議会では、隣近所で助け合うこの除雪支援

隊をふやすことに取り組んでいくと定めており

ます。本市におきましても今後とも社会福祉協

議会と連携しながら、この除雪支援隊の充実に

努めていきたいと考えております。 

  続いて、地域ボランティアとセカンドホーム

事業の組み合わせについてでありますが、この

セカンドホーム事業はあくまでも学生と市民の

交流のきっかけづくりを目的としており、セカ

ンドホーム事業に参加する学生に対しボランテ

ィア活動などの条件を課すことは事業の趣旨か

ら考えていないところであります。また、降雪

期はちょうど学生たちの後期試験のための準備

や、卒業生については卒論の発表の時期と重な

ることから、一律にセカンドホーム事業とボラ

ンティアを組み合わせることは参加学生に相当

の負担となるものと考えておりますので、御理

解をお願いいたしたいと思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、１の鳥獣被害対
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策についてお答えいたします。 

  初めに、熊、猿、イノシシ、カモシカ、カワ

ウの生息状況とその被害の実態でありますが、

熊については山形県ツキノワグマ保護管理計画

において、置賜管内のツキノワグマの生息数は

平成24年４月現在1,045頭と試算されており、本

年度の被害状況は農作物被害が６件ほどとなっ

ております。また、熊はぎの被害については山

形県内では奥羽山脈沿いで多く発生しており、

その実態を正確に把握することは困難なため、

市全体の被害面積は不明でありますが、聞き取

りによる実態調査では市内一円の生息域で発生

が確認されております。そのため、県と連携を

図りながら熊はぎの研修会等を行い、対策を講

じているところであります。 

  次に、猿については以前から大白布や小白布

などの奥山地域に生息する個体群の存在は知ら

れておりましたが、奥山に生息している個体群

のうち複数の群れが徐々に北上を始め、現在で

は山と接するほぼ全域で生息が確認されており、

最近ではこれまで確認されていなかった広幡地

区にも拡大しております。平成17年度野生鳥獣

保護管理推進調査報告によれば５群280頭とされ

ていますが、その後生息域の拡大や群れ数、生

息頭数とも増加傾向にあることが確認されてお

り、平成24年３月現在では11群420頭と推定して

おります。 

  被害状況は、奥羽山系に接するほぼ全域で農

作物に被害が発生しており、平成23年度の被害

面積は3.7ヘクタール、被害金額が136万円とな

っており、ここ数年横ばいの状況にありますが、

家庭菜園など報告されないケースも多く、正確

な数値は把握できていない状況にあります。作

物がつくれない、つくっても食害されることに

よる精神的な影響や、耕作放棄地の発生などを

考えると、猿による被害は甚大なものであると

考えております。 

  次にイノシシについてでありますが、３年ぐ

らい前から三沢地区内で確認されており、どこ

から来たかわかっておりませんが、10頭程度の

群れと推定されており、今のところ農作物への

大きな被害は確認されておりません。 

  次にカモシカについては、関地区で多く確認

されておりますが、大きな被害は発生しており

ません。個体数はふえているようでありますが、

個体数の増加に伴って病気に罹患する確率が高

く、個体数が爆発的にふえることもなく、自然

に維持されている可能性が高いと考えています。 

  次にカワウについてでありますが、カワウは

ウ科の首の長い鳥で、羽を広げると全長80セン

チメートル以上にもなりますが、平成17年ころ

から米沢市を含む置賜地方に飛来するようにな

り、年々飛来数がふえております。カワウの巣

である営巣地は、以前は川西町洲島と南陽市宮

崎の間を流れる最上川の河川敷の樹木にもあり

ましたが、銃等の駆除により現在では長井市泉

地内の最上川左岸河川敷の樹木に営巣している

のが最も近くでの営巣地となっており、多いと

きは一度に100羽ほど確認されております。 

  カワウは高い潜水能力と移動能力を持ち、体

長３センチメートルから30センチメートルのハ

ヤ、アユ、フナ等の魚を１日１羽で500グラム食

べると言われる大食漢の鳥であり、営巣地から

米沢市内の河川を含む各河川に飛来して魚を食

べられることにより、被害数量や被害額の把握

は困難でありますが、大きな被害のあるものと

懸念しております。 

  次に、「積極的な森づくりを考える必要があ

るのではないか」についてでありますが、本市

の目指すべき森林資源の姿として、森林の持つ

特性を高度に発揮するための基本方針及び森林

施業の推進方策等を定めた米沢市森林整備計画

をことしの３月に策定しましたので、その計画

に沿って適切な間伐の実施や広葉樹の育成等を

これまで以上に積極的に進め、病害虫、獣害等

の森林被害に対しても抵抗性の高い森林の整備
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に努めていきたいと考えております。 

  次に、「緩衝帯をいかにつくるか」について

でありますが、議員お述べのとおりいかに人と

猿の生活圏をすみ分け、猿が人のエリアに近寄

りにくいようにしていくことが重要であると考

えております。それには耕作放棄地を解消し、

見通しをよくすることや、草刈りを行い緩衝帯

を設置すること、また放牧を進めることなども

大きな効果があるのではないかと考えておりま

す。実際に平成20年から南原の坂下地区におい

て「やまがた緑環境税」のモデル事業である

「動物共生の森づくり」を活用し、延長１キロ

メートル、幅30メートルから40メートルの緩衝

帯、バッファゾーンと呼んでおりますが、を設

置しておりますが、地域の方からは「猿が近寄

らなくなった」との一定の評価をいただいてお

ります。しかしながら、緩衝帯などの設置につ

いては費用や地権者との交渉などさまざまな準

備やその後の維持管理などが必要なことから、

地域ぐるみでの活動が是非であるため、被害地

域の方々と有効な対策手法の一つとしてその活

用を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、「被害範囲が拡大していないか」につ

いてでありますが、猿の群れの数や頭数、流動

域などの詳細調査を実施していないことから、

群れに関する正確な実態は把握しておりません

が、これまで被害がなかった広幡地区の方から

の連絡も受けていることから、被害範囲は山に

接する全域に拡大しているのではないかと推察

しております。 

  次に、「猿の行動が悪質、狂暴化していない

か」についてでありますが、猿は放っておくと

どんどん行動がエスカレートする習性を持って

おり、最近の事例では議員もお述べのとおり猟

友会の方が一人でいるときに群れに囲まれた話

や、万世地区内の家屋の屋根や自家用車の屋根

を走り回るなどの話を聞いており、人を余り怖

がらず、悪質、凶暴化の傾向になってきている

ものと懸念しております。 

  次に、有害鳥獣対策実施隊の具体的活動につ

いてでありますが、米沢市鳥獣被害対策実施隊

は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の

ための特別措置に関する法律に基づき本年７月

15日に設置したもので、米沢市の非常勤特別職

として任命を受けた隊員が鳥獣被害の防止に向

けた実践的な活動を行うことを目的としており、

本市においてはモンキードッグを活用した巡回

パトロール及び追い上げ、被害の状況及び鳥獣

の出没調査などの活動を実施しております。具

体的には、現在モンキードッグに関する専門的

な知識を有する訓練士１名を実施隊に委嘱し、

山に接する全域を車でパトロールし、猿に取り

つけた発信機から出る電波を受信機で追跡し、

出没地点を把握する調査業務や、地域と連携が

とれ、活動できる環境が整っている場所ではモ

ンキードッグによるパトロールや追い上げを実

施しております。 

  次に、発信機の効果的な活用方法についてで

ありますが、猿の被害対策を進めるためには正

確な群れの数や個体数、遊動域などを的確に把

握した上で、科学的なデータに基づき計画的な

対策を実行することが重要であり、そのために

は群れの猿に発信機を取りつける必要がありま

す。また、取りつけた発信機は追い払いの際の

位置確認や個体管理などにも役立つことになり

ます。本市ではこれまでも調査や追い払いなど

に使用する発信機の取りつけを実施してきまし

たが、発信機に内蔵された電池の寿命がなくな

ると使用できなくなることから、常に全ての群

れに装着はできていない状況にありました。し

かし、今後鳥獣被害対策を進めていくためには

必要不可欠であることから、本年度新たに４台

を装着するとともに、次年度以降計画的に配置

を進め、一つの群れに最低１台は装着する予定

にしており、その運用に当たっては地域住民や

猟友会と連携を図るとともに、生息調査を並行
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に進めることでより一層効果的な活用ができる

ように研究を進めていきたいと考えております。 

  次に、「住民の意識づくりをどのように行う

か」についてでありますが、議員もお述べにな

りましたとおり鳥獣被害対策の効果を上げるた

めには地域主体の取り組みが重要であり、被害

地域の住民一人一人が猿の生態や特性をよく理

解し、くず野菜や柿、クリなどを放置しないな

どの対策をみずからが徹底する必要があります。

このためには、研修会や戦略会議などの開催を

通じて共通認識や取り組みについての合意形成

を醸成することが大変重要であることから、本

年７月24日に各地区の被害対策協議会を初め猟

友会などの関係団体や行政及び専門家で設立し

た米沢市有害鳥獣被害対策連絡協議会からさま

ざまな情報を提供するとともに、全体研修会の

開催や地域での研修会の出席要請など、関係機

関が一体となった支援や取り組みを展開してい

きたいと考えております。 

  次に、地区集落全体での猿被害防止体制の構

築についてでありますが、猿被害防止には地区

内での組織体制の構築が非常に重要なため、既

存の地域被害対策協議会を推進母体にし、より

小さい集落単位での組織化も視野に入れながら、

このたび設立しました米沢市有害鳥獣被害対策

連絡協議会を核に、地域の実情に合わせた組織

体制の充実にも努めていきたいと考えておりま

す。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、冬期間の通

学路の安全確保についてお答えいたします。 

  子供たちが安心して学校に通学するためには、

通学路の安全確保は大変重要です。しかしなが

ら、冬期間は雪道の歩行となり、小さい子供た

ちには非常に危険な状態となっております。学

校によっては冬期間は通学路を変更したり日課

を変更したりして、できるだけ集団で下校する

など工夫している学校も多くあります。 

  通学路の除雪や排雪につきましては、これま

でも計画的に行っておりますが、突然の大雪な

どの場合や子供たちの歩行に危険が生じた場合

は学校から連絡を受け、至急国、県、市の担当

部署に連絡して、登下校の時間までに緊急に対

処してきました。また、間に合わない場合は学

校職員が学校周辺の道路や歩道橋を除雪したり、

教員が引率して下校したりするなども取り組ん

でまいりました。 

  議員がお述べのとおり、昨年度も三沢東部小

学校を初めとして幾つかの学校で歩道の除雪が

間に合わず、子供たちが遅刻をした、歩けない

ため車道を歩いてきたなどの事例がありました。

また、除雪が間に合わないため保護者や地域の

方々に協力していただいて登校できたという事

例もありました。すぐ担当課へ連絡し、下校時

までには対応していただきましたが、降雪時の

見通しの悪い状況の中で歩道の確保は非常に重

要であり、登下校の時間までに除雪が終了する

ように今後とも関係部署と情報を密にして、連

携していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、市民総合体

育大会について御答弁申し上げます。 

  米沢市市民総合体育大会はことしで44回を数

え、17地区の対抗戦で16種目を１年間を通して

行われています。参加延べ人数は約5,000人であ

り、本市の一大スポーツイベントとなっており

ます。今年度は昨日、真夏を思わせるような炎

天下のもと行われました陸上競技で終了し、南

部地区が総合優勝となったところであります。

議員の方々も選手として、また応援にと参加い

ただき、ありがとうございました。 

  御質問の運営方法の見直しについてですが、
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現在競技スポーツを主に実施している状況です

ので、今後は誰にでもできるようなニュースポ

ーツやレクリエーションなどの実施について、

米沢市体育協会と協議してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、「参加率の悪い種目の得点の配分につ

いて検討すべき」との御質問ですが、議員がお

述べのとおり16種目のうち３分の２以下の地区

の参加で実施している種目がございます。具体

的に申し上げますと、相撲競技と女子バスケッ

トボール競技となっております。得点配分につ

きましても規定どおりとしておりますが、地区

ごとの人口も大きく違い、参加者集約において

も大変御苦労なされている地区もございます。

参加の少ない種目にあっても、当該種目を楽し

みにしておられる方もいらっしゃいますので、

種目を継続させつつ参加率に合わせた得点の配

分について、11月に第44回大会の全体反省会を

開催いたしますので、その際に協議してまいり

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 時間の関係があります

ので、順不同で大変申しわけございませんが、

まず最初に猿被害対策の中での発信機について

お尋ねしますけれども、先ほどの答弁ですと現

在11群の猿の群れを確認しているということで

すが、この11群全部に発信機が取りつけられて

いるというような考え方でよろしいでしょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 議員お話しのとおりである

と認識しております。先ほどもお答えさせてい

ただきましたが、ことし４台を取りつける予定

にしておりまして、既に猟友会の協力を得なが

ら山上地区と三沢地区の群れに装着させていた

だきました。今後は上郷地区と田沢地区で取り

つける予定でございます。今後は全群に最低１

台は装着し、活用を図っていきたいということ

ですので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） ではまだ全群にはつい

ていないということでよろしいですね。やっぱ

りどうしても活動範囲を把握しなければならな

いと思っていましたので、活動範囲をきちんと

把握する中で効果的な策がいろいろと出てくる

のではないかなというふうに思っています。 

  けさも田沢の上の町というところ、私の家の

近くですけれども、８連発花火が打ち上がって

いました。連日のように打ち上がっていますか

ら、恐らく田沢だけでも１群だけではないよう

に見受けられますので、きちんと調査をしてほ

しいなと思いますので、この点については要望

しておきます。 

  猿被害について、７月末ごろに私の近くの友

人宅で畑が荒らされまして、それの味をしめた

のか何日か後にまたこの猿が出没しました。私、

たまたま近くを車で通りがかったものですから、

ちょうど２頭の群れでございました。またもた

またまでございますがズックを履いていました

ので、車をとめてその猿２頭を本気になって声

を出しながら追いかけてみました。そうしたら

猿も本気になって逃げたんです。私も大きな声

を出しながら本気になって追いかけて、多分500

メートルも走ったでしょうか、そんなことをや

ってみたら二度とあれから猿は出没しなくなり

ました。よっぽど俺のことおっかねがったんだ

べなと、そんなことで、やっぱり猿に怖さを教

えるということは非常に大事なようです。そこ

の畑は結構いっぱい農作物をつくっているんで

すけれども、それ以来全く来ないようですから、

少し離れたところでは被害があるようですけれ

ども、そういったことを少しみんながやればい

いんですが、一つの農家の人だけであったり、

地区の意識のある人だけがやっても、やっぱり

猿はなめてかかるというか、追い払われないん

だなと思ってくると逃げなくなっていきますか
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ら、地区全体でガーっとこうやっつけると非常

にいいかなというふうに思っています。 

  猿に怖さをわからせるために、今仙台市でか

なり大規模な取り組みをやっています。極度に

人なれが進んだ群れの多頭捕獲や、群れから離

れた雄の捕獲を実施しているほかに、猿の群れ

をグワーっと山ごと囲んで追い上げる、そんな

ことをやっているようです。大規模な追い上げ

と言っているようですが、これにはＪＡを初め

猟友会、警察署、森林組合、地域町内会、そし

てＪＲも入っていますし、行政なども入って、

多くの団体が協力して大規模にドワーっと山に、

ここは人の住むところだぞということを、もち

ろんモンキードッグも神奈川からお借りしてい

る分も含めて大規模に、一気に追い上げをする

ようです。そんなことを今やっているというふ

うに言われています。先ほど部長がおっしゃい

ましたように、特措法の関係で交付税も厚くな

りました。いろいろやれることも多くなったと

いうふうに思います。仙台市の例などを勉強し

ながら、少し米沢市としても怖さをわからせて

やらないとだめだと私は思うんです。そんな取

り組みを少しやってみてはどうかと考えていま

すが、いかがですか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 先ほどから議員お述べのと

おり、さまざまなやり方を組み合わせた追い上

げ、追い払い、これを継続的に実施していくこ

とが大切だというふうに考えておりますので、

今お述べになりました仙台市の事例なども勉強

させていただきまして、地域の皆様と協議して

取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） ぜひいろいろ勉強して

いただいて、いい方向へ行くように。モンキー

ドッグの導入をしていただきまして、この間の

工藤議員への答弁ですと来年度はもっと積極的

な採用も含めて導入をしたいということでした

ので、ぜひモンキードッグ実施隊のほうの強化

もお願いしたいなというふうに思います。 

  鳥獣被害に対してですけれども、本当に春先

というのは、特に熊ですが余り目撃されないの

が実態で、通常ですと７月ころから徐々に始ま

ってきて、今ごろからピークになっていくのか

なと、冬眠まで。しかしことしは先ほどあった

ように異常な状況で全国的にも目撃されて、食

害も出てきていると。ましてことしはブナの実

ですとかドングリとかの不況の年に当たります

から、これから食べ物はますますなくなってく

る、冬眠に備えて太らなければならないが太れ

ないという状況が熊などに生じてくると、一層

里におりてくる可能性があります。まして里に

おりてくるとよくパニくるといいますけれども、

凶暴化して何をするかわからないということも

あるようですから、ことしはかなり危ない年だ

というふうに言われていますので、そこをきち

んと認識をしていかなければならないというふ

うに思いますし、冗談抜きに山の中で熊が騒い

でいる分にはいいんだろうけれども、万が一里

におりてきて大きな事故みたいなことになるこ

ともあるので、ことしはとにかく異常な年です

から、まずは市としてもきちんと広報活動を徹

底して、鳥獣の、特に熊に対する被害を警戒し

てくださいという呼びかけを今まで以上にしな

ければならないというふうに私は考えていたん

ですけれども、そのような考えはお持ちでしょ

うか。 

○佐藤 議長 赤木市民環境部長。 

○赤木義信市民環境部長 熊に関して事前広報活

動といいますか、そういうことでございますの

で、私のほうからお答えをさせていただきたい

と思います。 

  本当に議員お述べのとおり、熊は去年は少な

かったんですけれども、ことしはかなり多く目

撃情報とかをいただいております。山の食料が
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凶作というようなことも予測されますので、か

なり警戒していかなければならないかなという

ふうには思っております。また、これから秋山

シーズン、行楽シーズンということで、山に入

られる方もおられますので、これまで以上に注

意、呼びかけをしていきたいというふうに思っ

ております。具体的には、まず９月１日の広報

に注意喚起を載せました。今後チラシ等も作成

しまして、心構えといいますか、そういった内

容で全戸回覧したいなということで準備を進め

ているところでございます。そのようなことで

万全を期していきたいと考えているところでご

ざいます。以上です。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） ぜひチラシなどで注意

喚起を呼びかけていただいて、事故のない年に

したいなというふうに私も思います。 

  では、時間がないので次に移りますが、高齢

者等雪下ろし支援援助員派遣事業の回数はこと

し１回ずつふやすよというお話でございました。

落雪式の家の周りの除雪にも応用して適用でき

るというような答弁でございましたけれども、

具体的にどのように進めればよいのか教えてい

ただけますか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 具体的なものにつきま

しては、それぞれの家の形状によって異なって

くると思うんですけれども、除雪援助員の派遣

事業に関しましては規定上は公道からそれぞれ

のお宅の生活に必要とされる玄関口までという

ふうなことになってございます。したがいまし

て、その辺どのような雪の形状になっているか

というところでそれぞれ家が違うということで、

そこら辺を応用という言葉で表現させていただ

いたんですけれども、それを組み合わせたりし

て使っていただけることもあるかなというふう

に考えております。 

  もう一つなんですけれども、雪おろしのほう

の事業につきましても事業の目的につきまして

は雪おろし及び雪おろしに伴う避難路の確保と

いうことで規定してございますので、こちらの

ほうでも単に雪おろしをするだけではなくて、

そのお宅の高齢者の方の避難路も確保していた

だくところまでというふうな事業でございます

ので、２つの事業、ちょっとどのように組み合

わせるかという具体的なことを今申し上げるこ

とはできないわけなんですけれども、組み合わ

せの方法によって対処していただければという

ふうに思うところです。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） ちょっといまいちよく

わからなかったんですが、臨機応変にある程度

対処するよということでよろしいんですか。い

わゆるしゃくし定規で雪おろしだけとか、除雪

は玄関までしかしないとかそういうイメージで

なくて、ある程度臨機応変な中で世帯に応じて

対処していきますよということでよろしいんで

すか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 議員おっしゃるとおり

確かに現場に応じて、特に雪おろしにつきまし

ては家の倒壊を防止しながら高齢者の安心を図

ることが一番でございますので、その現場に応

じながら利用していただければというふうに思

います。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） １つ最後に、崩壊のお

それのある家屋の対策ですけれども、今冬に向

けて具体的に今話し合いの最中だから改めて今

度提案しますよという御答弁でよろしかったで

すか。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 今、関係部署から成る検討

会議の中で条例制定へ向けて検討している最中

でございます。 

○佐藤 議長 以上で、４番我妻德雄議員の一
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般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

  午後 ０時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、デマンド交通（乗り合いタクシー）利

用の実現について外１点、12番堤郁雄議員。 

  〔１２番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１２番（堤 郁雄議員） 自民クラブの堤郁雄

です。ここ数日で朝晩大分涼しくなってまいり

ました。日中はまだまだ残暑が厳しいですが、

ようやく暑さも峠を越えたような気がします。 

  ことしの夏は連日34度や35度の気温になり、

熱中症で運ばれる人が全国では数千人にも上っ

ているということです。実際この炎天下の中を

自転車で走っていますと、肌に当たる日差しが

まさに刺さるように感じました。米沢もまだ残

暑が残るかと思いますので、皆様もくれぐれも

お体を大切にしていただきたいと存じます。で

すが、あと３カ月もすると今度は雪の話題にな

り、自転車では通行不能な状態となります。夏

が暑い年は大雪になると言われておりますが、

大きな災害や事故にならないよう願わずにはお

れません。 

  さて、米沢は申すまでもなく車社会、それも

自家用自動車社会と言っていいでしょう。一家

に１台と言わず、２台、３台あるのが普通の家

庭です。本市の高校生は、卒業するときに運転

免許をとらなければなりません。なぜなら、車

の運転ができなければ就職も難しく、求人欄に

「要普通免許」となっていることが普通だから

です。就職して職場に通うにも自動車ですし、

買い物にも移動にも自動車を使うのが当たり前

で、病院に通うにも、余りよくないことですが

熱があっても自分で運転していくのが普通のこ

とになっています。このように、18歳から運転

するのが当たり前であるのが本市の実情です。 

  であるならば、せめて道路は十分に整備され

ているのかというと、必ずしもそのようにはな

っておりません。自動車の運転者はもちろん、

自転車や歩行者にとっても安全で安心できる道

になっているかというと、心もとないようなと

ころも多々あります。交通量の多い道であるに

もかかわらず歩道が整備されていなかったり、

あっても片側にしかなかったり、とても狭かっ

たり、あるいは歩道が途中で切れて危険な状態

であったり。ですが、歩道はまだいいほうです。

道路幅の問題もあると思いますが、自転車専用

道はほとんど整備されておらず、危険回避のた

め歩道を走らざるを得ない状態です。また、児

童生徒の通学路になっているからと、安全確保

のために道路幅を広げ、歩道を確保してもらう

よう要望しても、予算がないからできないと言

われることもよくあります。もちろんそのよう

な要望は市内各地域からたくさん出ていること

だと思います。本市の限られた予算の中で、全

てを短期間のうちに実現するのは不可能だと思

います。ですから、これらを実現するためには

県や国の予算が必要なのです。山形県の予算も

限られたものですが、他地域に比べますと米沢

にはまだまだ予算配分をふやしていただいて、

やっていただきたい事業はあると思っています。

市長にはぜひ知事との意見交換の機会をふやし

ていただいて、米沢の実情を訴えていただきた

いと思います。 

  問題なのは、国の予算のありようです。既に

来年度の予算の概算要求が出ているのはマスコ

ミ等で御存じだとは思いますが、財政再建を声

高に叫んでいる政府の割には、予算総額が今年
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度よりも多い95兆円ほどになるとのことです。

ほかに震災の復興費もあるわけですが、こちら

はわずかに４兆5,000億円しかありません。いま

だ瓦れきの処理も終わっていない状態なのに、

復興に何年かけるつもりなのでしょうか。被災

者を何年仮設住宅のままにしておくつもりでし

ょうか。自己責任、自己負担でやれということ

でしょうか。もちろん被災自治体は毎日懸命に

復興処理に当たっていると思います。しかし、

わずか数％しか復興は進んでいません。ならば、

完全復興のためには少なくても現在かけている

費用の20倍は必要であるということは小学生で

もわかる計算です。国家予算に匹敵する金額を

一度に全て出すのは無理だとしても、もっと出

すことはできるはずです。 

  では、なぜ国は予算を出さないのでしょう。

簡単に言えば、国は二級の国民に出す費用がも

ったいないと思っているのではないでしょうか。

先日、山形県市議会議長会議員研修会があり、

参加してきたわけでありますが、講演会の講師

の中部大学教授の武田邦彦先生がおっしゃって

おられたように、東北人は一級の国民と思われ

ていないのかもしれません。二級の国民だから、

危ないかもしれない原子力発電所をつくり、放

射性廃棄物を埋める場所にするのではないでし

ょうか。そう感じるのは武田先生のお話からだ

けではありません。ある大手マスコミの社説で

は、このようなことが書いてありました。「津

波被災地の人口は約60万人。もともと高齢化と

過疎が進んでいた地域が多い。過疎だからと復

興を諦めるわけにはいかないが、１人当たり

3,000万円超にもなる復興費の計画が現実的なの

か、よくよく考えないといけない」。このよう

な差別的な論調を堂々と載せています。「復興

を諦めるわけにはいかないが」とは、嫌々復興

させてやっているということでしょうか。同じ

東北に住む者として、なぜこのような差別的扱

いを受けなければならないのか、理解に苦しむ

と同時に非常に残念な気持ちになります。 

  過疎の地域であるとか高齢化が進んでいると

かは、復興とは何の関係もありません。費用対

効果という言葉も好きではありませんが、高齢

化や過疎の進んでいる地域に予算を投じるのは、

その費用に見合った効果がないのでもったいな

いと考えているのでしょうか。そして、そう考

えているのはこの編集委員だけではなく、国の

予算編成にかかわっている人の中にもいるのだ

と考えたほうが自然です。でなければ、デフレ

で景気が落ち込んでいるこの時期に公共事業を

何割も削減し、ただでさえおくれているこの地

域のインフラ整備をおくらせたり、消費税を増

税し景気に冷や水を浴びせ、ますますデフレか

らの脱却をおくらせ、懸命に復興に頑張ろうと

している東北各県をおとしめようとするのは理

解できません。 

  朝のニュースでしたか、自治体によって瓦れ

きの処理費用に差があると、これは問題である

というような論調でしたが、処理費用が高けれ

ば瓦れきの処理はすべきではないとでも言うの

でしょうか。自分の子供がけがや病気で死にそ

うになっているときに、「治療費は幾らまで出

すのが妥当か」とか「限度額を決めてから治療

に当たるべきだ」などと言うでしょうか。血の

通った普通の人間ならば、「まず治療をしてく

れ、輸血でも何でもして命を助けてくれ」、そ

う言うのではないでしょうか。命が助かって、

回復して、元気に立てるようになってから、で

はだんだん自分で歩いてみようかと言うのなら

ば話はわかります。そうではなくて、まず助け

るのが妥当だろうかと、そういう議論から入ら

ねばならないような国が、きずなを大切にする

国なのでしょうか。国民の命を守れる国なので

しょうか。今やらなければならないのは、財政

再建などより公共事業などで地域のインフラの

整備を図り、景気を刺激し、雇用問題なども解

決していくことです。ですから、本市のような
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まだまだ整備しなければならないインフラを多

く抱えているところには、十分な予算措置が必

要だと思うのです。 

  本市の場合には、道路を横断する場合も横断

歩道や歩道橋が少なく、遠くから迂回してこな

ければならないために、危険を承知で横断して

いる人を見かけることがよくあります。このよ

うな状況を見ると、まだまだインフラ整備の必

要性があるなと思います。そしてそのような危

険を冒すよりは、車を運転できる人は自分で運

転してきてしまうだろうなと思うのです。 

  こうしてますます車社会に拍車がかかるわけ

ですが、最近高齢社会の高まりにつれて、高齢

者の交通事故がふえています。命にかかわるよ

うな大きな事故にならない場合でも、高齢者は

年齢からくる視野狭窄や反応の衰え、操作の錯

誤などにより事故の起こる確率が高まるため、

高齢者用の運転教習が義務づけられていますが、

車体をこすったり小さな事故の繰り返しなどか

ら運転する自信を失ったり、家族の反対などに

より運転をやめる人もふえ、免許証の返上とい

う形で運転から離れる人が増加しています。 

  運転から離れたといっても、社会活動、社会

参加をやめたわけではありませんから、自家用

車以外の交通手段を使って社会参加するわけで

す。自転車を使う人もいるわけですが、先ほど

述べたように市内の道が全て安全な道ではあり

ませんし、冬期間の路面凍結や圧雪など、高齢

者にとってはかえって危険が増す場合がありま

す。市内中心部の便利なところに住んでいる場

合はまだいいと思いますが、中山間部や周辺部

からの移動となるとバスや電車、タクシーの利

用ということになろうかと思いますが、バスや

電車などの公共交通機関の利用が困難な地域が

あります。バス停があっても家から何キロメー

トルも歩いていかなければならないような地域

では余り利用しようと思いませんし、特に冬期

間は利用する人はほとんどいません。実際お話

をお聞きすると、タクシーや家族の運転する車

で送迎してもらっているという方が多いです。

「週に一度か二度、市中心部の病院に通わなけ

ればならないが、タクシーを使うと片道2,000円

もかかる」と言う方のところでは、お医者さん

にかかる費用より移動のための費用のほうが高

いという、笑えない現実があります。また、バ

スを利用できるところでも本数が少なく、自分

の利用したい時間と合わないために、片道はバ

ス、片道はタクシーということもままある事実

です。 

  このような公共交通機関の空白地域において、

低料金あるいは一定料金で利用できる交通機関

の整備は、自治体が責任を持って行うべき行政

サービスであると思います。近年、バス利用数

の低下から民間のバス路線が廃止になるところ

が山形県内にも多数あります。本市においては

廃止代替路線として市民バスの運行を行ってい

る地区もありますが、もともとバスも走ってい

ない地域においては公共交通機関の恩恵をこう

むる機会もなく、自己責任、自己負担でやって

いるのが現実です。同じ米沢の市民でありなが

ら、片や公共交通機関の恩恵を受けられて、片

や受けることができないというのは、明らかな

地域間格差が存在するということではないでし

ょうか。これらの地域格差を埋めていくのは、

国や自治体の責務であると考えます。 

  そこでお聞きしますが、これらの公共交通機

関の空白地域にデマンド交通（乗り合いタクシ

ー）の導入を実現できないでしょうか。山形県

内においては、実証運行を含めて19の地区でデ

マンド交通を導入しています。置賜の近隣自治

体におきましても既に導入しているところがあ

りますので、研究はされていることと思います。

本市におきましてもかつて実証運行を行ってい

たと聞きますが、現在導入する場合にはどのよ

うな障害があるのか、どういう条件ならば導入

することが可能かという点につきまして、お答
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えいただければと思います。 

  さて、もう１点ですが、現在南原地区にある

２事業所の悪臭が問題になっており、議会でも

特別委員会を設置して、悪臭問題解決に向けて

努力している最中であるわけですが、養豚事業

所のほうは飼育頭数を減らして、減臭に対して

前向きに協力姿勢を見せてきているように感じ

ます。昨年の９月に悪臭問題特別委員会が送っ

た質問状に対する回答の中では、飼育頭数を減

らすことや老朽化した施設を近代的に建てかえ

ること、移転についてもいずれも理由を提示し

て否定的な回答をしてきたことを考えますと、

柔軟な方向に態度が変わってきたのかなという

ふうに感じます。 

  飼育頭数を減らすことについては、できない

理由に挙げられていたように直接経営にかかわ

ってくる問題ですので、思い切った決断をした

なと思いますが、経費を圧縮するためにリスト

ラも行われ、職を失う人も出ているという現実

があります。産業という見地から見た場合、地

場産業でもあり、天元豚という重要なブランド

もあることから、これはなくさないような手だ

てが必要かと思います。 

  しかしながら、悪臭問題を抱えたまま現在地

でまた飼育頭数をふやすということは、地元の

理解も得られにくく、現実的ではないと考えま

す。そこで、新たな場所で経営基盤の強化を図

りたいというような申し出があった場合には、

本市としてどういう対応を行うのか、悪臭問題

と産業の育成の両立は図られるのか、現状と今

後についてどうお考えか、お聞かせください。 

  以上で壇上での質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの堤郁雄議員の御質

問にお答えします。 

  私からは、悪臭問題の解決と産業育成の両立

についてお答えします。そのほかにつきまして

は部長よりお答えします。 

  まず、悪臭問題の解決と産業育成の両立にお

ける「両立」の意味でありますが、悪臭問題の

解決を前提にした上で初めて産業振興があり、

市民に迷惑をかけながらの産業振興はあり得な

いと考えております。 

  次に具体的な話に入りますが、１点目は養豚

事業所に対する悪臭対策の指導状況及び今後の

取り組みについてであります。 

  養豚事業所に対して実施した最近の指導内容

といたしましては、規制基準である臭気指数19

を超過したことに対して、平成22年３月26日に

行った２回目の改善勧告があります。この改善

勧告に係る改善措置がとられた結果、以前のよ

うな遠方まで強い臭気が漂う回数は減ったもの

と認識しております。しかしながら、養豚事業

所の近隣地区では依然として高い頻度で臭気が

漂っている状況であることから、ことし１月に

施設の運用等を改善するよう改めて行政指導を

行いました。これを受け、事業者からは来年３

月までに悪臭を最も強く発生させていると思わ

れる豚舎を廃止し、飼育規模を約半分とする減

産計画が提出され、現在当該計画に基づき減産

が実行されているところです。この計画が完了

すれば、豚の頭数の減少に伴い悪臭も減るもの

と期待しております。 

  また、今後の取り組みについてですが、改善

勧告による改善措置の適正かつ継続的な運用及

び減産計画の完全履行を監視する一方、引き続

きにおいに関する専門機関の協力を得ながら、

悪臭対策の実効性がより上がるよう徹底した指

導と監視を実施し、悪臭問題が一刻も早く解決

するよう努力していきたいと考えております。 

  担当職員が１週間置きに南原の２つの事業所

に対して市民から寄せられている苦情の一覧表

を届け、市民が苦しんでいる現実を伝えていま

すが、これも２つの事業所が社会的、道義的な

責任を強く感じるための一方策であると考えて
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おります。 

  また、一方では本市の畜産業は米沢牛や銘柄

豚などのブランド力を有しており、肉用、酪農

部門とも本市産業の一翼を担っている大事な産

業でありますので、当該の養豚事業所に限らず、

どの経営者に対しても各種相談に乗りながら、

引き続き振興に努めていくべきものと考えてお

ります。当該養豚事業所は、以前から新しい土

地を見つけて経営の基盤強化を図りたいとの考

えも今後の選択肢として持っているようですの

で、相談があれば市といたしましても県当局と

も相談しながら、有利な補助メニューなどが活

用できないかどうかを含めた支援方法を探して

いきたいと考えています。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、デマンド交

通についてお答えをさせていただきます。 

  デマンド交通システムの導入についてであり

ますが、県内の導入状況では実施地域の大小は

あるものの、現在は実証運行、本格運行を合わ

せて、議員御指摘のとおりでありますが19の市

町村で導入されており、ことしの10月からは村

山市でも実証実験が開始される予定になってお

ります。 

  デマンド交通システムにつきましては、地域

公共交通を総合的に検討する上で重要な手段の

一つと認識をしているところであり、また冬期

間の通学、観光の２次交通といったニーズから、

本市の特性としてバス路線は欠かせない交通基

盤であることから、定時運行バス路線とデマン

ド交通システムが補完・共存しながらうまく機

能している先進地の事例なども参考にしながら

研究を進め、本市に合った導入の可能性を検討

していきたいと考えております。 

  実際の導入に際しましては、運行主体、採算

性の検討のほかに、運行する範囲や人口規模、

民間も含めた既存のバス路線やタクシー事業者

との競合に関する調整、運行する主体のあり方

などの調査・検討が必要でありますが、特に潜

在的なニーズだけでなく、どのような方がどの

ように御利用いただけるのか具体的なニーズに

ついて十分に調査を行い、運行目的を明確にし

ていく必要があるものというふうに考えており

ます。 

  本市でも今年度から市全体における市民バス

の運行のあり方について検討を開始しており、

山上地区、田沢地区、万世地区において地域の

皆様にも入っていただいて、地域内を運行して

いる廃止代替路線の今後のあり方について検討

を行っているところであります。また、ことし

の11月から１月までの３カ月間の期間で、廃止

代替路線の運賃について上限を300円と設定し、

利用状況などを調査・検証する実証実験を行い

ます。これは廃止代替の３路線の運賃体系の見

直しについて一定期間試験的に上限を300円にす

ることで、乗車人数や運賃収入の増減、他の交

通事業者への影響を調査するものであり、この

結果を受けまして本格的な運行の検討を行って

いきたいと考えております。 

  本格運行につきましては、現在の乗車人数、

運賃収入が維持されることや、他の交通事業者

への影響が少ないことなどが挙げられます。多

くの市民の皆様に御利用いただけるよう、広報、

市のホームページ、コミセン、報道機関などの

御協力をいただきながら、広くＰＲをしていき

たいというふうに考えております。 

  地域での検討でありますが、先日開催いたし

ました山上地区の皆様との懇談会の中では「現

在は自分で運転をしているが、将来的に運転が

できなくなったときには何らかの公共交通を利

用したいが、バスの停留所まで行くのがおっく

うである」というふうな声もあり、そのような

御意見にお応えする手段の一つとしてデマンド

交通システムの導入も考えられることから、ま
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ずは廃止代替路線での運行の可能性を、その後

には運行地域以外の交通空白地帯についても検

討していきたいというふうに考えております。

まずは地域の皆様の御意見を幅広くお聞きしな

がら、あわせて先進事例なども調査・研究を行

い、多面的な視点に立って見直しの検討を行い、

それぞれの地域の実情に合った公共交通システ

ムを構築していきたいというふうに考えており

ます。 

  御質問の中では、導入するためのクリアすべ

き課題は何なのかというふうな御指摘でありま

した。これも以前からお答えしておりますが、

最も課題となりますのは既存のバス交通事業者

と運行経路が重複した場合の利害関係の調整、

さらにはタクシーに委託しながらデマンド交通

を構築していく場合、業界の中には複数のタク

シー会社がございますので、こうした会社同士

の利害関係の調整、こういったところが最大の

課題になってくるものというふうに理解をして

おります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） ありがとうございま

す。 

  まず、デマンド交通のほうからお聞きします

が、今山形県内35市町村の半分以上の19市町村

でデマンド交通、いわゆる乗り合いタクシーが

実証運行も含めて行われているわけです。今さ

まざまな課題はあるという話でしたが、ほかの

地区においても同じような課題はあって、それ

を乗り越えてといいますか、運行できるような、

当然その前に実証運行をして状況を見ながらと

いうことだと思いますけれども、それでやって

いるわけですね。もちろん実際に始めてみると

いろいろなうまくいかない部分とか、ほかの業

者との競合の部分とか、実施主体をどこでやる

かというような部分もあると思いますが、昨年

の６月議会でも私同じようなことで質問いたし

ましたけれども、そのときは「公共交通機関の

空白地域があるということは認識している」と

いう部長のお答えで、それ以上突っ込んだ部分

はない、課題はあると、研究するというような

お答えだったので、それ以後ほかの議員が質問

する機会もあったわけですが、実質ちょっと内

容としては余り進んでいないなというふうに感

じられます。かつて実験的に運行していたわけ

ですけれども、そのときの最大の問題点は何だ

ったのか教えていただけますか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 かつて成島地域を利用

者のエリアとして、市内の各医療機関等を結ん

で乗り合いタクシーという形式をとっておりま

した。これに対しては行政側から支援というか

てこ入れは何もせず、純粋に民間の事業として

スタートしたわけでありますが、やはり一番の

問題は、当初こういう新しいことをやりますと

いうことで軌道に乗るやに思えたわけでありま

すが、やはり利用者が思ったようにふえていか

ないという部分で、要するに早く言えば赤字を

改善できなかったというところが最大の課題で

ありました。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 利用者数が少なかっ

たので赤字で、最終的には廃止になったという

ことだと思いますが、先ほど壇上でも言いまし

たけれども、山形県内、民間のバス路線がどん

どん廃止になっているところがふえて、実際米

沢市内もそうなんですけれども、そこをどうす

るかということで市民バスを走らせたりとかし

ているわけですけれども、今度運賃を300円にし

てというような話がありましたけれども、どこ

の自治体でも市民バスを運行するにしてもデマ

ンド交通を運行するにしても、純粋にその事業

だけで黒字化しているところはないと思います。

となると、当然何らかの行政からの補助という

のは必要だと思うわけです。そういう意味でい
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うと、以前に米沢市内でやっていたのは全くの

民間で純粋にやっていたわけですから、ほかの

民間のバス会社やタクシー会社と同じような、

完全に競合するというふうに考えていいと思う

んですけれども、そうすると当然ほかのところ

でも廃止しているところがあるわけですから、

以前やったところも民間としては廃止せざるを

得ないと。そのときに、もし行政として何らか

のバックアップがあれば継続することも可能だ

ったのかもしれない、仮定の問題を今言っても

仕方がないんですけれども、今現在ほかの19自

治体でやっているものもいろいろな補助をやっ

て、しかも上限の金額が幾らというように大体

決まっています。自治体によって金額は多少は

違いますし、利用地域とかも違います。そうい

うのはもう既に研究していらっしゃるのでおわ

かりだとは思いますけれども、そうするともし

新しく始めるという場合にはある程度の補助は

見越しておけばいいのではないかなと。純粋に

民間のようにそれだけで黒字を出してやってい

ってくださいと言うのは、潰れろと言っている

に等しいというふうに思います。実際ほかのと

ころで純粋に民間でやっているところはないと

思います。事業主体は社協さんであったりとか

自治体そのものであったり、そういう業界団体

であったり、いろいろあるとは思いますが、純

粋に営利を目的とした会社のような組織でやっ

ているところはまずないと思います。具体的に

競合というのは一番ネックじゃないかなと私は

思うんですけれども、今部長がおっしゃられた

のは廃止代替路線をカバーするというような、

今のバスもそうですけれども、そういうお考え

だと思うんですけれども、先ほども言いました

が空白地域ですよね、そこに走らせるような方

策はないものかと。だから順序としては廃止代

替路線をまずやって、それから空白地域にとい

う話でしたけれども、空白地域を先にとは言い

ませんけれども、せめて並べて同じ土台で考え

る、あるいは既にもうやっているところがいっ

ぱいあるわけですから、そういうところの前例

を踏まえて、米沢でどういうことができるのか

という、そのような検討をしていただきたいん

です。具体的なニーズがわからないとというお

話ですけれども、やっぱりこれはその地域から

実際にニーズであるとか直接声を聞くというの

は大事だと思うので、そういう声を聞く機会と

いうのはありますか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 ただいまの御質問は２

点あったと思います。１点は、要するに新たな

交通システムをつくる場合の財政支援のあり方

についてでありました。かつて成島地域を巡る

ための、民間事業者がやっていた段階で補助金

が出せればよかったのではないかというふうな

お話もありましたが、今やっているデマンド交

通、議員からも御指摘ありましたが運行主体は

多くの場合はやっぱり社協さんだったり会議所

だったりするわけでありますが、ほとんどが自

治体であります。自治体がタクシー業界のほう

に委託をしながら運行しているというのが主な

スタイルになっております。委託でありますの

で、必ずこれは赤字が発生しますから、その部

分については行政側が補塡をするという役割を

担っております。ただ、その時点ではそういう

システムはつくられていなかったものですから、

そういうふうにうまい手が出せなかったという

ことで御理解をいただきたいと思います。 

  現状、米沢市の場合も山交バスの赤字路線の

維持のために補助金を出してございます。さら

には廃止代替路線については市が運行しながら、

これもまた赤字でありますので委託料として税

を投入しているという状況になっています。た

だ、ありがたいことに市街地循環路線、新規路

線でありましたが、この部分についてだけは純

粋に黒字で走らせることができていると、県内

でもまれに見る例なのではないかなというふう
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に自負をしております。 

  そうした中で、まずもって順番的には今税を

投入しながら赤字の部分を賄っている部分、廃

止代替運行路線が一つ着目をされるわけであり

ますが、空のままの空気バスを走らせることが

いいのか、あるいはここの部分に先ほど申し上

げましたようなデマンド型の交通システムを入

れることによって赤字額が幾らかでも減らせる

のではないか、そのことによってまた一つの財

源が出てまいりますので、順番としましては先

ほどお答えをさせていただいたような格好で成

功事例をまずつくって、その次に拡大させてい

くというふうなスタイルで進めていければとい

うふうに考えております。 

  ２つ目がニーズ調査についてであります。先

ほども壇上からの答弁で山上の例を出したわけ

でありますが、ここの部分について集まってき

ていただいた方々を対象にしてアンケート調査

を行いながら、検討をさせていただいておりま

す。これからやってまいります田沢地区、それ

から万世地区についても同じようにアンケート

調査を行いながら、ニーズ調査をしていきたい

というふうに思っております。若干御紹介をさ

せていただきますと、山上地区で御回答いただ

いた方の半数以上の方が「将来的にはバスなど

の公共交通が必要である」という回答をいただ

いております。その理由でありますが、「高齢

になった際の通院や買い物への不安がある」と

いう方が大半になっておりました。ですので、

目的としてはそういう使い方になってくるんだ

ろうというふうに思います。 

  それから、運行方法やその範囲の見直し等々

につきましても、半数以上の方々が「現状の廃

止代替路線については見直しが必要である」と

いうふうに回答をされております。現状のまま

ではいけないんだなというふうな意識、これは

利用されている地域の方々も強く思っていらっ

しゃるということであります。 

  それから、見直しの検討をこれから進める上

では、「地域と市による共同でぜひお願いをし

たい」という方が大方でございました。このよ

うなことから、これから進めてまいりますほか

の２地区についても多くの方々に懇談の場に参

画をいただきながら、アンケート調査を行って

いきたいというふうに思います。必要とあらば、

集まった方々だけでなく広くアンケートなども

行っていきたいというふうに考えております。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 今山上地区のアンケ

ートのことなどお聞きしましたけれども、買い

物とか通院が主たる目的になるのではないかと、

それは私も同じ意見であります。ほかの市町村

の例を見ましても、やはり買い物の部分と通院

の部分のニーズがかなり高いと。ですので、あ

る程度の路線を決めているところもあるんです

けれども、そういうところは病院をめぐってい

くようなコースであるとかを設定しているよう

です。多くの自治体ではその自治体の中だけの

運行というのが普通だと思うんですが、飯豊町

の場合は長井市とか川西町まで運行しているん

ですね。町なかに大きな病院がないとかという

こともあると思うんですけれども、買い物とか

は長井市の大きなところに行ったりとか、川西

町には置賜総合病院があるので、そこへのニー

ズが結構あるのではないかなというふうに思い

ますけれども、その辺まで運行地域を広げてい

るという例があります。米沢の場合はタクシー

ももちろんありますが、民間のバスと市民バス

があります。そことの単純な競合というふうに

はならないと思うんです。山上の皆さんともア

ンケート等話し合いの中で見直しは必要じゃな

いかというような意見があったということです

けれども、それはちょっと具体的なことはどう

なのかわかりませんがコースの問題であるとか、

例えば利用人数をもうちょっとふやせるような

何かあるんじゃないかとか、多分そういうふう
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なことからだとは思うんですけれども、そうい

う見直しは必要だとは思いますけれども、空気

バスを運行させるのがいいか悪いかという話も

ありましたが、バスの場合は定時運行が基本な

わけです。そうすると、やはりニーズのない時

間帯にはお客さんがゼロではないにしてもほと

んどいないということがあり得るわけです。そ

れに比べればデマンド交通の場合は基本予約制

なわけですから、まずお客さんがいて走らせる

と、そこにやっぱり大きな違いがあると思うん

です。ですから、片方は空気バスを走らせるた

めの補助金を出している、片方は確実なニーズ

があるところで補助金を出して走らせると、こ

こには大きな違いがあるんではないかなという

ふうに私は思います。そういう点で言うと、や

はり今現在公共交通網から外れている部分に関

してもニーズを聞いていただいて、ある程度の

ニーズが固まったら並行してそこで走らせる、

あるいはそこを優先的に実証運行をしてみると

いうようなことも可能ではないかと、むしろ競

合する路線が少ないだけに、お客さんは確実に

ふえるのではないかというふうに私は思ってい

ます。 

  それと、導入するときも市だけではなくて県

であるとか国なんかも補助金を出しているよう

ですので、そういうものも活用して実現できる

ような方向で検討いただけないかなというふう

に思います。とりあえずはまず市内全域にわた

ってそういったニーズがないかどうかの調査を

していただきたいんですが、いかがですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 先ほど答弁をさせてい

ただいたのが基本的なというか原則的な考えで

ありまして、何としてもその順番を踏襲しなけ

ればいけないということではありませんので、

今議員から御提案のございました交通空白地帯

についても、さまざまなニーズ調査を並行して

やっていくのはやぶさかではございませんので、

しばらくお時間をいただいて検討させていただ

きたいと思います。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） ありがとうございま

す。ぜひ前向きに検討いただきたいというふう

に思います。 

  それから、もう一方の悪臭問題と産業育成の

両立という部分ですけれども、当然悪臭問題は

解決すると市長は公約で言っておられるので、

当然その方向に向かってやっていらっしゃるこ

とだというふうに思います。減臭のために頭数

を減らすということで、養豚業者も割と協力的

になってきているんじゃないかなというふうに

思うんですけれども、飼育頭数を減らすという

ことで食肉公社に出している部分の影響という

のはないでしょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 食肉公社における当該養豚

事業所からの出荷頭数でありますが、豚の屠畜

頭数の平成22年度の実績でありますが２万8,526

頭のうち5,102頭、約18％を占めております。入

荷量がそのまま約45％減頭となりますと、屠畜

解体手数料及び豚枝肉加工品等の取扱高の減少

に大きく影響を及ぼしますし、豚の屠畜は現在

毎営業日行っておりますので、入荷頭数の減少

は屠畜場の稼働率の低下に直結し、安定経営に

必要な定時定量に影響を及ぼすというようなこ

とであります。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 頭数を半分ぐらいに

減らすという予定になっていますので、実際影

響があるんだなというふうに感じます。実際今

まだ減らしている途中だとは思うんですけれど

も、減らした後の稼働率の低下とかを何かカバ

ーするような方策というのは考えていますか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 現段階の対策といたしまし

ては、県外も含めましてほかの事業所からの入
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荷量アップ、それから新たな供給策の開拓、自

助努力として加工部門の商品見直しや内臓販売

の付加価値向上、それから枝肉として県外事業

者に販売していたものを自社で数量を拡大する

など、いろいろな面からその対策について食肉

公社と話をしている状況でございます。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 県外等ほかのところ

からカバーしていくということなんですけれど

も、実際そのときになってみないとわからない

のかもしれませんが、豚もすぐ入れてくれと言

っても育つまでに時間がかかるわけですよね。

そうするとその足りない部分を頼んですぐ手当

てできるような状況でしょうか。どうでしょう。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 なかなかそれぞれ市場があ

りまして、それぞれに御苦労なさっているよう

ですので、すぐ確保するというわけにはいかな

いと思います。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） そうなると、できれ

ば自前で何とかカバーできればいいんでしょう

けれども、今現実に頭数を減らしていこうとい

う方向ですので、またふやすというのはちょっ

と今すぐは無理かなというふうな気がいたしま

す。実際業者としてはやはり経営に直接かかわ

ってくる問題だと思いますので、売り上げとか

も下がってきて経営がちょっとうまくいかない

というふうな状況になるのは避けなければなら

ないというふうに思うんです。やはり経営が悪

化して一番困るのは、今の畜舎をそのままにし

て倒産というような現実になってしまったら、

市が単独でその後の処理をしなければならない

というような危惧が出てくるということもあり

ますので、今のところはまだそういうふうな状

態にはなっていないとは思いますけれども、悪

臭問題は悪臭問題としてきちんとやりつつも、

産業としてバックアップしていくという、それ

は先ほど答えていただいたと思うんですけれど

も、それは間違いないところですよね。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 先ほども市長が答弁させて

いただきましたけれども、一般論になりまして

恐縮ですが、どの形態に対しても御相談があれ

ば市がやれる範囲で一生懸命応援をするという

ふうなことにしておりますので、当該養豚事業

者に対しましても、そういった方向で同様のバ

ックアップをしていきたいというふうに思いま

す。 

○佐藤 議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） ありがとうございま

す。米沢の大事なブランドの一つでもあります

ので、なくさないように、産業サイドのほうで

はぜひバックアップしていただきたいというふ

うに考えます。どうもありがとうございました。 

○佐藤 議長 以上で、12番堤郁雄議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 １時５５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ２時０５分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  一つ、多くの方が利用する図書館にしていく

ために外２点、９番白根澤澄子議員。 

  〔９番白根澤澄子議員登壇〕（拍手） 

○９番（白根澤澄子議員） 日本共産党市議団の

白根澤澄子です。３点について質問いたします。 

  １．多くの方が利用する図書館にしていくた

めに。 

  国や地方自治体が設置する公立の図書館を規

定しているのは図書館法です。図書館法で、図

書館とは図書、記録、その他必要な資料を収集
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し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資

することを目的とする社会教育施設です。また、

法では公立図書館は入館料その他図書館資料の

利用に対するいかなる対価も徴収してはならな

いと定め、図書館サービスは無料が原則になっ

ています。 

  公立図書館と公共性の高い私立図書館を含め

て、一般的には公共図書館と呼ばれていること

から、この後公共図書館という名称を使ってい

きます。 

  公共図書館とはどういう施設なのか簡単にま

とめれば、さまざまな情報を収集している公共

図書館を住民が利用することによって、無料で

情報を得ることができることから、住民の情報

にかかわる不公平を埋める機関であるとともに、

生涯学習の拠点となる施設ということになりま

す。情報を得ることに対する平等、住民による

情報の共有、自分自身を助け、学んでいく自己

学習をあらわすセルフヘルプ、公共図書館の理

念を平等、共有、セルフヘルプという言葉で表

現されてもいます。 

  インターネットの普及、大衆化や、電子図書

の出現など電子メディアの発達から、これから

の図書館のあり方が模索されています。スウェ

ーデンの公共図書館は、デジタル資料を含めて

スウェーデンで刊行される資料を収集し、居住

地、年齢、文化的背景によらず、全ての住民に

平等に情報を提供することを最も重要視し、２

つの取り組みを進めています。１つは、家庭を

第一の居間とすれば、図書館を第二の居間と位

置づけ、利用者が自分自身と向き合う時間と空

間を提供することです。もう一つは、24時間の

図書館サービスの提供です。利用者が図書館の

開館時間に左右されず、いつでも図書館を利用

できるよう、電子書籍、音楽、映像ソフトのダ

ウンロード貸し出しを行っています。デンマー

クやノルウェーの図書館では、漫画やコンピュ

ーターゲームも提供しています。まだ全体の認

識ではないようですが、コンピューターゲーム

を単に子供の利用をふやす道具としてではなく、

デジタル情報に対する子供たちの技量を高める

可能性があるものと位置づける見方が司書の中

にあるようです。全ての住民に平等に情報を提

供するという図書館を、一言で「みんなの図書

館」とあらわされてもいます。米沢市立図書館

の利用の現状と、利用者をふやし、「みんなの

図書館」にしていく方策についてお伺いいたし

ます。 

  まず、米沢市立図書館の人口１人当たりの貸

し出し冊数と、利用登録率を教えてください。

2006年の人口当たりの貸し出し冊数は、日本

4.86冊、アメリカ5.44冊、フィンランド19.2冊

です。2010年の利用登録率は日本38.3％、アメ

リカ50ないし60％、フィンランド約80％です。

日本は欧米に比べて図書館利用が低調です。 

  米沢の図書館利用の現状は、全国と大差がな

いと思われます。情報が電子メディアに広がり、

多様化する情報の取得に対する格差が広がって

いる現在、情報に対する不平等をなくしていく

努力が図書館に求められています。図書館を利

用していない方にどうすれば利用してもらえる

のか、図書館が新しく建設されることが決まっ

た今こそ、図書館利用者拡大について意欲を持

って取り組み、文字どおりの「みんなの図書

館」を目指すときではないかと思います。簡単

に言えば、図書館を利用していない約７割の方

にどう接近するかということです。 

  図書館司書が外に出て、図書館利用の働きか

けをしたり、図書館の広報を行うことを提案し

たいと思います。図書館に来る人を待つばかり

でなく、人々と本や図書館を結びつける積極的

な活動があればいいと思います。また、図書館

は公共施設の中では誰もが行きやすい場所でも

あります。本を読むという目的があってもなく

ても、誰にも邪魔されずに図書館で過ごすこと
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ができるからです。行きやすい場所で多様な図

書館活用を提起していけば、図書館利用が大い

に広がる可能性があります。図書館は産業、福

祉、教育、文化等、行政領域全般にわたる情報

を蓄積していることから、多分野にわたる活用

の提案は可能ではないでしょうか。 

  そこで、まず子供たちの図書館利用を高める

活動として、司書が小中学校に出向き、読み聞

かせやブックトークができないかお聞きいたし

ます。ボランティアの方が学校でお話会をされ

ていますが、市立図書館の司書は子供と本だけ

ではなく、子供と図書館を接近させる役割を果

たすことができるからです。子供たちは学校を

卒業しても、公共図書館に行きなれていれば、

大人になってもどこに行っても公共図書館に足

を運ぶのではないかと思います。 

  インターネットが普及し、大量の情報が流さ

れています。真偽の見きわめも必要ですが、便

利であることも確かであり、有効活用が求めら

れます。パソコン講座の実施で、電子情報に誰

もが接近できるようにすることは、今現在の図

書館の大きな役割だと思いますがいかがでしょ

うか。外国人の方の図書館利用も考えていかな

ければなりません。日本語習得講座はできない

でしょうか。新しく事業を起こす起業、新しく

農業につく就農などのビジネス支援もぜひやっ

ていただきたいことです。子育て支援として妊

婦さんを対象に健康、育児、名づけなどについ

てのマタニティー講座を実施しているところも

あります。米沢でもできないでしょうか。図書

館には入りやすい、垣根が低いということから、

引きこもりの方の居場所を設けている図書館も

あります。「みんなの図書館」にしていく新た

な計画的な取り組みを期待します。 

  人々が本に親しむことで最も重要なのは、建

物でも本でもなく、人だと言われています。ど

んなに立派な建物があり、本がそろっていても、

それだけで人は本に興味を持つわけではないの

です。とりわけ子供たちには大人が本のおもし

ろさを知らせ、子供の興味や関心と本を結びつ

けていくことが必要です。 

  「平成23年度教育委員会事務の点検・評価に

ついて」をいただきましたが、「本が大好き米

沢っ子読書活動推進事業」を実施しての今後の

対応、課題に、「学校図書館には司書が常駐す

ることが望ましい。図書司書の配置については

今後の課題である」とあります。学校図書館に

は司書が常駐することが望ましいということで

すから、来年度から司書を各学校に計画的に配

置していっていただきたいと思います。 

  政府は、今年度からの学校図書館整備５カ年

計画で、初めて学校司書の配置を予算化しまし

た。週30時間勤務の司書を小中２校に１人の割

合で配置できる規模の予算で、年間150億円とら

れています。これを活用するなどして、学校図

書館に司書を配置していただきたいと思います

が、どうでしょうか。 

  ２．中学校の適正規模について。 

  米沢市教育委員会より、８月下旬に「米沢市

立学校適正規模・適正配置等基本計画（案）」

が示されました。それによりますと、「小学校

は、複式学級のある小学校及び分校については

平成30年度をめどに地元代表者会を設置し、話

し合いを始めます」として、時間をかけて地元

と協議をすることにしています。一方、中学校

は小学校に先行して統廃合を進める計画になっ

ています。市内中学校を東西南北の４地区に分

け、南地区、西地区から取り組みを始め、南地

区、西地区の４校を２校へ再編するとしていま

す。南地区の中学校は近々の課題として校舎を

建設し、平成31年度を目途に再編を行うという

ことです。仮に平成31年度に（仮称）南地区中

学校が誕生すると、南地区中の生徒数は560人と

なり、その時点で市内一番の大規模校になり、

南地区中以外の中学校は400人台が２校、300人

台１校、200人台と100人台も各１校という学校
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規模になります。 

  中学校を再編して大規模化する理由は、「中

学校については、高等学校やその後へ続く社会

人へのステップとして、集団生活への適合性を

主体とするため、より多くの人とのかかわりが

重要視されます」ということとともに、「指導

体制や部活動から見ても、適正規模は各学年４

学級以上の12学級以上必要」というものです。 

  （仮称）南地区中は、南部地区、南原地区、

山上地区、松川地区の４地区にわたる広大な学

区になります。これまでも地区を越えての学区

でしたが、さらに地区を離れての学区になりま

す。「小学校については、地域の人々とともに

地域の特色の中で育ち、人間性を豊かにする意

味で、地域に根差した教育が重要視される必要

があります」として、地域において子供たちが

育つことに重きを置いていますが、中学校には

地域に根差した教育は必要ないのでしょうか。 

  小学校、中学校は義務教育です。どの子も確

実に学力を身につける必要があります。そのた

めに重要なのは、子供同士、子供と教師、子供

と地域住民との触れ合いという密着した人間関

係であり、そういう中でこそ子供たちは安心し

て学ぶことができると言われています。中学生

になれば地域のことに関して発言ができるでし

ょうし、地域の人々とともに活動することによ

って成長の機会も得られます。中学生も地域と

いう安定した人間関係が必要であり、地域での

成長の場は大切にしなければならないのではな

いかと思います。中学校は広域化し、大規模化

していくという方向性ばかりでいいのでしょう

か。お伺いいたします。 

  中学校を再編すれば、その後の数十年の学校

配置や規模を規定することになります。また、

一旦学校を廃止すれば簡単には再開できません。

ですから、中学校の適正規模を考え、実施する

場合も、小学校同様時間をかけ、国際的状況も

参考にして、急がず検討していったほうがいい

のではないかと思います。 

  ＷＨＯ世界保健機関は、子供の心身の健康に

責任を負う立場から、「学校は100人以下が望ま

しい」という見解を表明しています。欧米にお

いては１クラスの人数はほぼ20人以下ですし、

学校規模は100人から200人が大勢です。ドイツ

の小中学校の学級規模は現在20人程度ですが、

現場では10人以下を強く要求しているというこ

とです。平均の学校規模は200人程度です。世界

を見れば、より少人数の学級に、学校も小規模

校という方向性がつくられてきています。日本

もきっと将来的にはこのような方向性をたどる

ことになるだろうと思います。 

  日本における学校規模の現状は、2009年の文

部科学省の統計によれば11学級以下が48.3％と

約半数にも及んでいます。1973年の文部省（当

時）の通達「公立小中学校の統廃合について」

には、「小規模校には、教職員と児童生徒との

人間的な触れ合いや個別指導の面で、小規模校

としての教育上の利点も考えられる」という文

言が入っています。過疎地域活性化特別措置法

の20条は「小規模の小学校及び中学校の教育の

特殊事情に鑑み、その教育の充実について適切

な配慮をするものとする」とうたっています。

文科省も学校の大規模化だけでなく、小規模校

の利点に着目していますし、小規模校維持への

配慮を求めてもいます。 

  米沢市教育委員会は、中学校の統廃合につい

て地区ごとに説明をし、理解と同意を得て進め

るという丁寧なやり方をとろうとしています。

その点は評価をいたしますが、これから長期に

わたる教育のあり方について、教育関係者、生

徒、各界各層の方と議論、対話し、時間をかけ

て検討していったほうがいいと考えますが、い

かがでしょうか。 

  ３．雪対策を強化し、冬の生活を安全に。 

  毎年、雪による死傷事故が発生しています。

米沢市の昨冬、ことし３月までの死傷者は32名
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でした。事故を繰り返さずに減らしていき、冬

を安全に暮らしていくために、２つ質問いたし

ます。 

  １つは、歩道除雪のうち未実施区間の除雪を

進めていただきたいということです。除雪をし

ていても、除雪した雪でいっぱいになり、その

ため歩道は除雪をしていないかのような状態に

もなることから、小まめな排雪などもお願いし

たいと思います。 

  もう一つは、屋根雪の落雪や屋根の雪おろし

による事故をなくすための取り組みです。昨冬

の32名の死傷者のうち、屋根やはしごからの転

落による重軽傷者は21名、落雪の下敷きになる

などの重軽傷者は６名で、合わせて27名であり、

屋根雪にかかわる事故が８割以上を占めていま

す。高齢化も進んでいることから、屋根雪にか

かわる事故を減らしていくためには、屋根を雪

おろしをしなくてもいいものに改修していくこ

とが最も適切ではないかと思います。住宅屋根

への融雪装置の設置や無落雪屋根への改修と、

除雪機械による事故を防ぐ点からのロードヒー

ティングなど、融雪設備設置への助成制度を設

けていただきたいと思いますが、どうでしょう

か。 

  以上、質問いたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの白根澤澄子議員の

御質問にお答えいたします。 

  私からは、雪対策の強化についてお答えしま

す。その他につきましては部長よりお答えしま

す。 

  初めに、除雪未実施の歩道の除雪についてで

ありますが、市道においては歩道延長が約97.8

キロメートルあり、そのうち除雪を行っている

歩道の延長は68.2キロメートルで、除雪率が約

70％になります。したがって、残り30％が除雪

未実施の歩道ということになりますが、八幡原

工業団地やオフィス・アルカディア内の歩道、

あるいは幅が狭くて機械が入れない歩道などが

この30％に含まれております。 

  昨年度の冬は、大雪と低温続きで雪が解けに

くい状況にあったことから、車道除雪によって

寄せられた雪により歩道部が狭くなったり、部

分的に圧雪されて平たんでなかったり、あるい

は除雪された寄せ雪と新たな降雪が歩道を塞い

でしまうなどの状況がありました。これらの場

合には、市民からの問い合わせや情報提供によ

りできるだけ速やかに除雪を行い、改善をして

きたところであります。今後もこのような対応

をさらに進めていきたいと考えておりますので、

歩道除雪がなされない地域や区間について御要

望があれば、土木課へ御相談をいただきたいと

思います。 

  続いて、住宅の屋根に融雪施設等を設置する

費用の助成についてでありますが、平成21年度

から昨年度までの３年間、緊急経済対策事業と

して米沢市住宅リフォーム支援事業を行ってま

いりました。その事業の中で、敷地内融雪設備

または屋根融雪設備の設置工事を実施した例が

10件ほどありました。現時点では緊急経済対策

事業は終了いたしましたので、今のところ独自

の助成制度は予定しておりませんが、昨年度か

ら山形県の住宅支援制度を活用した米沢市住宅

リフォーム総合支援事業を実施しております。

この制度でも住宅の屋根に融雪設備を設置する

費用について助成を受けることができますので、

こちらを御利用いただきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、白根澤議員の御質

問の中の中学校の適正規模について３点につい

てお答えいたします。 

  御質問の中学校における地域とのかかわりに

つきましては、議員お考えの趣旨に相違するも
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のではございません。本市独自の事業として修

学旅行期間中に行われることから、２年生が修

学旅行に行く学校は３年生で、３年生が修学旅

行に行く学校につきましては２年生で実施いた

します地域での勤労体験学習、いわゆるＹＣＷ、

これなんかは地域に根差した教育の一つであり

ます。 

  しかしながら、地域に根差すことと小規模校

であることは別のことであると認識をいたしま

す。中学校につきましては、義務教育ではない

高等学校への進学やその後に続く社会へのステ

ップとして、広い集団生活への適合性がより重

要な時期であります。また、学習面において各

教科における専門教員の配置が必要であります。

さらに、心身の成長が著しい中学生につきまし

て、部活動についても重要な教育でありますの

で、ある一定数以上の生徒数がなければ部活動

の選択肢が広がりません。そのようなことから、

１学年４学級以上の12学級以上を中学校の適正

規模としたところであります。 

  次に、ＷＨＯの言う「学校規模100人以下が望

ましい」ということについてですが、それは一

つの見解であるというふうに思います。今回の

基本計画案を策定する以前に、平成23年２月に

基本方針として答申を受けておりますが、その

答申の中に小規模校と大規模校のメリットやデ

メリットについて記載されております。私たち

は小規模校においてのメリットについても十分

認識をしているところですが、デメリットも多

く、特に中学校におきましては教科担任制がな

されており、一つの学校で12学級以上がなけれ

ば各専門教員の配置が難しい状況が中学校にお

ける小規模校の大きなデメリットとなってまい

ります。 

  また、「ヨーロッパでは20人学級が通常であ

り、本市もそれを取り入れるべきである」とい

う件に関しましては、ヨーロッパの初等教育、

いわゆる小学校について１学級20人から30人と

言われておりますが、教育制度は各国での対応

はまちまちであるように、日本には日本の教育

制度があります。我が国の教育制度の中におい

て、１学級20人学級は大変難しいという現実も

あり、御理解を賜りたいと存じます。 

  過疎法、いわゆる過疎地域自立促進特別措置

法第22条における教育の特殊事情への配慮につ

きましては、法の趣旨どおり配慮するべきでは

ありますし、本市においても配慮はしていると

ころであります。 

  なお、今回の基本計画（案）におきまして、

小学校における学区の再編等につきましては明

確に記載しておりません。しかし、複式学級の

ある小学校及び分校については、よりよい教育

環境の創出という観点と、地域における教育の

重要性の観点から、地元代表者協議会等で児童

数の増減を注視しながら話し合いを行っていく

こととしております。 

  中学校における特殊事情の配慮につきまして

は、先ほども申し上げましたが小規模校のデメ

リットは大きく、ある一定規模の生徒数を確保

することが教育上の大きな配慮であると思われ

ます。また、遠距離通学者への配慮ということ

であれば、現在も遠距離通学者支援事業を行っ

ているところであります。 

  最後になりますが、「計画については、急が

ず時間をかけて進めるべきである」という御質

問につきましては、議員御指摘のとおり急がず、

丁寧に進めてまいります。 

  ９月から10月にかけまして、各単位ＰＴＡの

会長さんへの説明会や基本計画（案）の全地区

説明会を市内の８中学校の体育館で実施いたし

ます。第四中学校につきましては現在体育館が

ありませんので、北部小学校体育館となる予定

であります。教育委員会では、全地区説明会後

になりますが年内中にパブリックコメントを募

集し、年度内には計画（案）から計画としてい

く予定でおります。来年度以降につきましては、
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計画に基づき必要に応じてではありますが地元

代表者協議会等を設置し、十分に合意形成を図

っていきたいと考えているところであります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、「１．多く

の方が利用する図書館にしていくために」の

（１）図書館利用者をふやす方策について、お

答えいたします。 

  図書館の１人当たりの貸し出し冊数及び登録

率につきましては、平成23年度１人当たりの貸

し出し冊数は3.5冊、登録率は31.4％になってお

ります。前年度と比較しますと、わずかではあ

りますが増加しており、今後とも各分野の図書

資料を豊富にそろえ、仕事から趣味、教養に至

るまで日常の生活に必要な情報を入手すること

ができることなどにより、幅広い年代の方に利

用していただきたいと考えております。 

  続きまして、図書館の利用者をふやすための

さまざまな取り組みについてお答えいたします。 

  現在、図書館ではホームページや広報を通じ

て新着図書の紹介や講座等のお知らせを行って

いるところでありますが、議員の御指摘のとお

りこれまで図書館を利用したことがない方を初

め、より多くの皆さんに図書館を利用していた

だきたいと考えております。このため、まず子

供の読書活動を推進していくための取り組みと

しまして、今年度から平成27年度の開館に向け

て、そのための具体的な方策を取りまとめる子

供読書活動推進計画を関係機関、団体と連携し

ながら策定することとしております。また、現

在図書館では月１回、未就学児を対象とした読

み聞かせの会を開催しているほか、今年度から

は夏休み子供図書館フェアにおきまして関係団

体の御協力を得ながら司書の有資格職員も読み

聞かせを行ったところであります。さらに、地

域や学校で読書活動にかかわっている方々を対

象とした読み聞かせ講座やブックトークなど、

子供の心を豊かにするための活動を支援する講

座を開催しながら、子供の読書活動をより一層

推進し、図書館の利活用につなげてまいりたい

と考えております。 

  そのほか、ただいま議員から御提案のありま

した外国人のための日本語講座、起業、就労、

子育て支援のための事業、引きこもりの解決の

ための事業につきましても、参考となる図書資

料を特集コーナーとして設けながら提供するこ

とを初め、図書館において可能な取り組みを関

係機関と連携しながら検討してまいりたいと考

えておりますので、御理解くださいますようお

願い申し上げます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、学校図書館

への司書の配置についてお答えいたします。 

  米沢市では、読書活動の推進を図ることを狙

いとして、平成23年度から３カ年計画で「本が

大好き米沢っ子読書推進事業」を実施しており、

全ての小中学校の蔵書の整備を行い、学校図書

館の環境整備を進めております。また、特に読

書活動を重視した特色ある学校づくりを推進す

る読書推進モデル校を指定し、これは小中合わ

せて５校で、読書活動の推進と本に親しむ環境

整備も進めています。各学校の蔵書率も向上し、

読書環境は整備されつつあります。 

  この事業を展開する以前より、読書好きな子

供を育てるためには魅力ある図書館づくりや良

書の整備、そしてさまざまな読書にかかわる工

夫した取り組みが重要なのはもちろんですが、

図書館に専門の職員がいることによってさらに

子供たちの読書への意欲が高まるのではないか

と考えておりました。このため、本市では平成

20年度より学校図書館整備事業として小中学校

に学校図書司書補助員を巡回配置する事業を行
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い、平成20年度は７人、21年度、22年度は５人、

平成23年度は７人、平成24年度は２人を任用し、

全ての小中学校に期間を決めて巡回配置をして

きました。この結果、児童生徒が以前よりも学

校図書館に通うようになったという報告も寄せ

られています。司書補助員が、読みやすく選び

やすいように、また落ちついて本を読むための

環境整備を行ったり、児童生徒が本を選ぶ際の

相談に乗ったりするなど、活動が有効だったも

のと言えると思います。 

  このたび国の事業として学校図書館整備施策

が平成24年度から始まっております。学校司書

の配置が進むようにと地方財政措置が行われて

おり、米沢市にも普通地方交付税の基準財政需

要額に算入されております。しかしながら、１

月から２月に入ったために、既に平成24年度に

関しては計画済みであったこと、平成20年度よ

り先駆けて本市では計画的な配置を行っていた

ことなどから、新たな配置までは至っておりま

せん。 

  学校司書が司書の資格を持っていることは、

専門知識を習得しているという意味で望ましい

のですが、実際のところ資格を持っている人材

は決して多くはなく、本市で配置してきた学校

図書館司書補助員においても資格がない方がほ

とんどで、司書教諭や図書館主任の教員の指導

のもと業務に当たっているのが現状であります。

また、ほとんどの小学校ではボランティアの協

力を得て本の整備、読み聞かせなどを行う体制

づくりも進んでおります。 

  本市独自で行ってきました学校図書館整備事

業は、緊急雇用創出事業や住民の生活に光をそ

そぐ交付金などをもとに実施しておりましたの

で、平成24年度で終了の予定です。今後、市と

してどのように対応していくべきか、幾つかの

課題の中から優先順位を決めて市としての対策

を考えていく必要があると考えております。さ

まざまな面から学校図書館の整備と学校司書の

配置についてさらに検討していきたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） まず、順番に図書館

のほうからお聞きしていきたいと思います。１

人でも多くの方に図書館を利用していただきた

いというようなことで考えておられるというこ

とでした。それは非常に前向きな姿勢だと思い

ますが、もう一つ、現在の米沢市の状況、全国

もそうなんですけれども、少子化、人口減少と

いうようなことが起きているわけなんです。そ

うした場合に、より一層一人一人の市民の方が

力をつけて、社会的なところで活躍をする、仕

事あるいはまちづくり等ということになります

けれども、そういうようなことが必要になって

きているのではないのかなと。そういう点でも、

図書館の果たすべき役割というのが大きくある

のではないのかなというふうに思ったところで

す。そういうさまざまな事業を行っていく場合

に、外部の人との協力というようなことをやっ

ていっていただきたいと思いますし、より一層

図書館の事業の広報とか宣伝をしていっていた

だきたいなと思います。 

  その外部の人の協力というような点での、そ

の一つとも言えるのではないかと思いますけれ

ども、本の購入ですね、図書館で購入する本な

んですけれども、ぜひこれを地元の書店から購

入をしていただきたいなと思います。図書館が

栄えて書店が廃れるというようなことではなく

て、共存していかれるような関係をぜひとも築

いていっていただきたいというふうに思います。

お聞きしますと、現在では地元出版の本だけは

地元の本屋さんから購入されているということ

なんですけれども、もう少し図書館で購入する

本や雑誌について地元の書店から購入するとい

うことができないのかどうか、その辺いかがで

しょうか。 
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○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 地元の書店からの図書

購入をふやせないかという御質問ですけれども、

現在図書館では一般書、児童書については株式

会社図書館流通センターより購入し、郷土資料、

雑誌などについては市内書店から購入しており

ます。 

  図書館が提供する蔵書目録につきましては、

図書の書誌情報を一定のルールに基づいて電子

データの形式にしたもので、書誌情報につきま

しては書名、著者名のほか編者名、訳者名など

10項目以上の情報からなり、それらの情報から

利用者の求める資料に関する正確な情報を知る

ことができ、効率的に資料を探せるようになっ

ております。 

  米沢市の図書館では年間約7,000冊の図書を購

入しておりますが、ただいま御説明した情報の

入力や資料の毀損、汚損など予防のためのフィ

ルムコート、さらには日本十進法に基づく分類

記号、図書記号、観察記号のラベル添付などを

安価で迅速に行うことができる大手業者に限ら

れていることから、現状で行っている購入方法

が望ましいと考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） なかなか現状では難

しいということなんですけれども、図書館フェ

アとかいろいろな催しをやっていくわけなんで

すけれども、地元書店と協力して実施していく

ということも全国的にはやっているところもあ

りますので、別な形ででもやっぱり地元の書店

と共存していくというような事業とか、そうい

うものをぜひ御検討いただきたいなと思います。 

  それから、読書活動推進ということなんです

が、今年度から子供の読書活動推進計画を策定

するための検討に入るということなんですが、

東京都千代田区では子供読書推進計画というも

のを立てています。名称は子供というふうにな

っていますけれども、区民全体を対象にした読

書活動推進ということなんです。やっぱり読書

といいますとどうしても子供というふうなこと

で、子供を対象にして子供が大人になってもず

っと読書に親しんでいかれるようなという意味

合いだというふうに思いますけれども、図書館

利用、それから生涯学習というようなことを考

えても、子供の読書の推進ということであって

もぜひ大人の読書の推進ということもあわせて

この中に入れて進めていっていただきたいもの

だなというふうに思います。そして、その中心

になるところなんですが、子供の読書活動とい

うことになると教育委員会なり学校というふう

なことにどうしてもなりますけれども、例えば

この千代田区では拠点となっているところは図

書館なんです。図書館に拠点を置いているとい

うことなんです。こういうようなこともありま

すので、ぜひ御検討いただきたいなというふう

に思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 子供読書活動推進計画

につきましては、先ごろ第１回目の委員会を行

ったところでありまして、委員の方々につきま

しては小中高、さらには幼稚園、コミュニティ

センター、一般公募の方など、読み聞かせなど

を実践されている方など約10名ほどの委員構成

になっておりまして、現在第１回目ということ

で今後の策定方針等々について山形県を初め既

に策定している団体の資料等を参考にしながら、

今後どのように進めていくかということで検討

を重ねていくことになりますので、ただいま委

員から御提案があった内容等につきましても、

千代田区等も含めてさまざま全国で既に策定並

びに策定中の団体が50％を超えておりますので、

いろいろな団体の内容等を参考にしながら計画

を策定してまいりたいと考えております。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 学校図書館への司書
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の配置についてお伺いいたします。 

  司書補助員の方を採用されているということ

なんですが、今年度２名ということで、いきな

り少なくなっているんではないのかなというふ

うに思いますが、これは何か理由があるんでし

ょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 理由は２つでございま

す。１つは計画的に配置をしてきまして、各学

校の巡回がほぼそれで終了するということと、

予算的な措置としまして先ほども申し上げまし

たけれども住民生活に光をそそぐ交付金のほう

から今年度は費用を捻出している関係で、今年

度は２人ということになってございます。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 図書の整理とかそう

いうことについてはほぼ終了ということなんで

すけれども、それでも教育委員会の事業の評価

というところでは司書の常駐が望ましいという

ふうな反省もされているわけです。基準財政需

要額に算定されているということで、一般財源

で入っていますので、本当に司書の配置を希望

するという場合には予算化をしてもらう必要が

あるというふうに思います。教育委員会として

司書の常駐が望ましいというふうな結論を出さ

れているわけですので、ぜひ予算化要望をして

いただきたいなと、来年度から計画的に配置と

いうことで要望していっていただきたいなと思

いますが、その辺いかがでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 今回24年度でいろいろ

な事業が終了するということで、校長会とも今

後来年度の予算について話し合いを持ちながら、

米沢市の教育課題の解決に向けて、図書だけを

見るとやっぱり司書が欲しいというのもありま

すけれども、ほかの分野もいろいろありますの

で、そういった部分で必要な課題解決に向けた

人的な要望、この図書も含めてそういったもの

を検討してぜひ進めてまいりたいというふうに

思っています。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 一般財源ではありま

すけれども、図書館に司書を配置するための予

算として国が地方にお金を出したというものな

んですね。本来はこれをきちんと目的どおりに

使うべきお金なんです。ですから教育委員会と

して必要だという結論を出されていますので、

これを要求して予算化を求めていくことは当然

のことなんです。それを流用してほかに使うと

いうようなことは目的外の使用であって、それ

は本来やるべきことではないというふうに思い

ます。ですので、さまざまなやるべき必要な事

業があるというふうに思いますけれども、ここ

は国として予算化をしたということを大切にし

ていただいて、きちんと要求をしていっていた

だきたいなと思います。 

  中学校の適正配置についてなんですけれども、

欧米の例を取り上げましたところ「国によって

教育制度が違う」という御答弁でした。欧米に

おいては小学校、中学校、そういう年齢層の子

供について分けては取り上げていないところな

んです。ほぼ１学級の人数、それから学校規模

も日本の小学校、中学校に当たる年齢層の子供

たちは同じように少人数であり小規模校である

というような現状にあるところなんです。それ

についてはやっぱり理由があるわけでして、人

間が育つには学校そして家庭、地域社会におい

て長い期間にわたる親密な継続的、安定的な異

年齢の維持が不可欠であり、その過程で生きた

経験が人間をつくるんだと、こういう考えのも

とに行ってきているということなんです。です

ので、欧米においては１学年１クラスというこ

とが多いですし、クラスがえをしないんです。

クラス担任も変わらない。そして地域の人々と

の交流も重視しているというようなことなんで

す。こういう考えのもとに、日本でもクラスが
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えをしないという中学校もあらわれてきていま

す。 

  日本では12学級から18学級ということが文部

科学省のほうで示されていますけれども、それ

は教育的な配慮のもとに、教育的な観点からそ

れが打ち出されているというようなことが言わ

れていますけれども、決してそうではないので

す。文部科学省中央教育審議会ですけれども、

2008年の６月に教育的観点からの学校の適正規

模、学校統廃合の基準づくりを検討したんです

ね。2008年６月に開始して、2009年８月に答申

をする予定でしたけれども、この答申がなされ

ませんでした。学校の適正規模の基準について

は、その作成作業を中止したままなんです。い

まだにその結論が出されていないということで

す。では12学級から18学級というものはどこか

ら来ているのかといいますと、小中学校の統廃

合の関係での予算措置の目安として出されてき

ているんです。その中で12学級から18学級とい

うふうに出されてきていますし、通学の距離に

ついても小学校は４キロメートル以内、中学校

は６キロメートル以内というふうに出されてき

ています。しかし、通学距離については、1963

年に適正基準値として当時の文部省が示してい

る数字があります。中学校は、農村部について

は２キロメートル、30分以下、都市部について

は１キロメートル、15分以下と示しています。

学校の配置についても、この基準こそとってい

くべきではないでしょうか。どういうふうにお

考えでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 適正規模の件でござい

ますけれども、基本的には適正規模・適正配置

の基本方針に沿った形で計画（案）を作成いた

しておりますけれども、まず中学校については

何よりもまず子供たちの学習環境、そういった

ものを一番に考えたところであります。経済的

なものというよりも、国語、数学、英語、理科、

社会の５教科の教員をそれぞれの学年に配置で

きるということ、ほかの教科については何人か

の先生がというようなことで、そういった部分

で12学級以上ぐらいでないとそういった専門の

先生を複数配置することが難しいということが

一番にあります。ですので、そこが１つと、そ

れから、保護者さんたちからいろいろ言われて

おります部活動についても、ぜひ子供たちが自

分で選んで自分でこれをしてみたいという部活

動ができる、選択できる学校規模というような

こと、ここを大きく取り上げて考えたところで

あります。 

  もちろんもう一つは、小学校のときは自分の

生まれた小さな地域ですけれども、中学校はや

はり一回り大きい地域として考えていく、さら

に高校になればもう一回り大きいというふうに

考えておるところであります。ですので、地域

性につきましても先ほど教育長が答弁しました

ように小学校時代のように狭い地域でなくて、

一回りもう少し大きく地域を見ていくというス

タンスであります。 

  それから、クラスがえという部分につきまし

ては、今議員お述べの場合にはクラスがえをし

ないということですが、クラスがえはぜひさせ

たいという方向で考えてきています。やはり小

規模で、幼稚園、保育園から人間関係が固定し

てずっと同じ人間関係でいってしまって、なか

なか何というんでしょうか、体育はこの子が得

意だとか、音楽はこの子が得意だということが

もうずっと変わらないでいってしまうというこ

とで、やっぱりクラスがえをして、新たな人間

関係を構築したいというのは大事にしたいとこ

ろだなということで考えております。しかし、

小学校については計画（案）でも記載しており

ますとおり何とかそこのところを関係者が努力

して、１学年１学級でもというところまで考え

たところではございます。 

  それから、通学距離につきましては小学校４
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キロメートル、中学校６キロメートルというこ

とで、今現在行っているものを記載させていた

だいておりますけれども、周りの市町村を見ま

したところやはり適正規模・適正配置を進めて

いるところは学校までの距離が遠くなっていて、

そこの基準もその地域地域で見直しているとこ

ろもございますので、今後進めていく中でそう

いった通学距離につきましても地域代表者会議

等で相談をしながら、子供たちが通学に困らな

い、そして安全に通学できる、そういった環境

づくりをしていかなければいけないというふう

に思っています。議員お述べのとおり、学校、

地域、家庭が一体となって子供たちの教育がで

きる、そういった環境づくりをしていきたいと

思っております。 

  以上です。 

○佐藤 議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） ５教科の教員配置な

んですが、12学級以上でないとというふうなこ

となんですけれども、それは現在の文部科学省

の配置基準だと思います。これは決して動かせ

ないものではないというふうに思います。少人

数学級も、全国の取り組みの中で国を動かして

きたわけです。そういう意味では国も変わる可

能性がありますので、これをやっぱり固定的に

捉えることなく、やっぱりどういうふうな学校

の規模だと本当に子供たちにとっていいのか、

そういうふうな観点でぜひとも考えていってい

ただきたいなと思います。 

  そして、この適正配置を進めるに当たっては

地元の説明会をするということなんですけれど

も、当事者に話を聞く必要があるんではないか

と思います。それは教員の方、それから生徒た

ち、こういうところからの意見を聞くというこ

とはお考えでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 あらゆる方から御意見

を頂戴したいと思います。教員、そして子供た

ちからも意見を聞いていきたいと思います。 

○佐藤 議長 以上で、９番白根澤澄子議員の

一般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時０５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時１５分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することに

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の将来のまちづくりと財政につい

て外１点、21番山村明議員。 

  〔２１番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○２１番（山村 明議員） きょう最後の質問者

となりまして、外が大変暑いところで皆様お疲

れのところ、静かに一般質問をやりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  １つ、本市の将来のまちづくりと財政につい

て。 

  市長が５月22日に予定して中止とした臨時議

会が、先月８月28日に開会されました。議案の

内容は、西部小学校の耐震補強工事と新文化複

合施設の建設地変更に伴う議案でした。新文化

複合施設議案はどうなるかと思っておりました

が、反対10票、賛成12票という僅差でした。も

う一人がもし反対であれば可否同数となり、議

長裁断に委ねられるところでした。 
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  採決がどうなるものかと、マスコミも市民も

多くの傍聴者も固唾をのんで注目された議案で

した。このように、マスコミ、市民の大きな関

心を呼び、議案に賛成の市民、反対の市民が傍

聴席に数多く来られた議会は意外と多くはあり

ません。少ないのです。私が思い当たるのは36

年前、昭和51年３月の米沢市が赤字再建団体の

指定を受けるか否かの議案のとき、16年前、平

成８年６月の南部土地区画整理事業中止の議案

のとき以来なのではなかったでしょうか。とい

うふうに思います。 

  このたびの新文化複合施設の行政のどたばた

劇と議案の採決の際どさは、これからの米沢市

の将来のまちづくりにどう影響していくのか、

しっかりと検証しておかなければなりません。

私も市民の方々から「今回の問題はポポロビル

の大家側が悪いのかたな子側が悪いのか、はた

また市行政側が悪いのか」と聞かれても、真相

が明確にされておらず、大家さんとたな子さん

は目下裁判で係争中であります。市長がたな子

の会社を訪問したとお聞きしまして、私は大家、

たな子、行政が三つどもえのぐちゃぐちゃの関

係になっているのではないかと危惧しておりま

す。真相を究明するために、６月21日、議会に

百条委員会の設置提案が出ましたが、通りませ

んでした。私は市民に「どうなってるの」と問

われても、答えることが明確にはできません。 

  世界に目を向ければ、ヨーロッパのＥＵでの

南ヨーロッパの国々の財政が厳しい中で、ＥＵ

の立て直しにドイツ、ほかの国々がかかわれば、

足を引っ張られる。ＥＵ、ヨーロッパ経済がど

うなるかという状況です。ヨーロッパへ輸出を

していた中国を初め世界経済を牽引してきたＮ

ＩＥｓ諸国の経済の伸び率が鈍り、世界経済の

伸びが停滞しつつあります。 

  米沢市内にも関連会社のある電機や半導体な

どの大手製造業でも，国内の法人税や人件費な

どのコスト高に円高の長期化もあり、規模の縮

小と人員合理化の流れはとまっておりません。

自動車産業でも、今までは日本は好調でしたが、

東アジア諸国の技術力の上昇と安い価格の自動

車で市場に参入しており、世界市場が大激戦と

なってきました。人気の高いドイツ車などを初

めヨーロッパ車もグレードの高いクラスでは存

在感があり、堅調です。 

  ことしの流行語大賞に選ばれる言葉の一つに

「近いうちに」も入ってくるだろうと思われま

すが、日本の国会も混乱をしており、地方財政

への影響も心配されます。大きな問題点は、赤

字国債発行法案が通らないために財源が不足し、

地方交付税で２兆1,000億円が一時的に減額され

るようです。政府は市町村への配分は影響が大

きいので、都道府県レベルでの対応を考えてい

るような報道であります。県の予算に影響があ

れば、間接的に米沢市の予算や県関連の市内の

公共事業などへの影響が心配されます。世界の

状況、日本の状況、山形県の状況はやはり大変

だと思われます。規模の縮小と、経済の厳しい

将来予測になると思われます。そのような中で

の市政運営は、厳しい状況にならざるを得ませ

ん。 

  質問に入ります。 

  １．このたびの新文化複合施設建設議案で、

このように多くの反対を受けたのはなぜだと思

われますか。 

  ２．際どい採決になることは予測しておられ

なかったのでしょうか。 

  ３．混乱した経緯をどのように把握しておら

れるのか。 

  ４．当初の都市再生整備計画事業の総額で約

49億円でありましたが、計画の変更や追加工事

などで今現在の予算額はどの程度までになって

いるのか、お聞きいたします。 

  ５．裁判の長期化が心配されますが、ポポロ

ビルとの覚書の有効期限はどのぐらいまでと考

えておられるのか。 
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  ６．中心市街地活性化事業補助金は全国でど

のくらいの市町村が申請し、どのくらい補助金

を受けた自治体があったのかお聞きいたします。 

  ７．国からのこういった補助金はこれからも

あると思われますか。 

  ８．人口減少や市税減、経常収支比率の上昇

などが心配されるが、財政の将来予測をどう見

ておられるか、お聞きします。 

  ９．これから予想される高額な施設整備はど

んなものを予定しているのか、お聞きいたしま

す。 

  ２つ、放射能検査について。 

  農産物などの放射能検査は米沢・置賜ででき

るのか、山形まで行かないとはかってもらえな

いという話がありますが、どうなのでしょうか。 

  空間放射線量が県内で福島に近い米沢が一番

高いと思っていましたが、最近の新聞を改めて

見てみますと村山市が非常にというか、専門の

方々から言わせると数値的には低いというもの

の、福島から遠い村山市の放射線量が高いとい

うふうに出ていますが、それがなぜかもしおわ

かりになればお聞きいたしたいと思います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山村明議員の御質

問にお答えいたします。 

  私からは、新文化複合施設関係についてお答

えいたします。その他につきましては部長より

お答えいたします。 

  新文化複合施設整備に係る案件につき、さき

の８月臨時議会では賛成12人、反対10人となり

ましたが、最大の反対理由につきましてはその

前提にはグランドデザインを十分に説明し切れ

なかった等があるわけですが、臨時議会におい

ての理由は地元が反対しているということだっ

たように思います。しかしながら、９月３日に

開かれました中部地区・市長を囲む座談会では、

発言者の人数を見ると反対６割、賛成４割であ

り、必ずしも地元の大半が反対という状況では

ありませんでした。今後とも中心市街地活性化

の必要性や緊急性、市の長期的発展のための市

民ギャラリー、図書館の重要性について御理解

をいただく努力を地道に続けていかなければな

らないと考えております。 

  なお、採決結果につきましては、僅差になる

のかそうではないのか、いろいろな場合を想定

していたところであります。 

  また、一連の混乱の経過につきましては、借

地借家法における大家とたな子の権利関係を甘

く見たこと、事態を議会に報告するのが遅くな

ったこと、議会への十分な事前調整なしにまち

の広場へ建設地変更案を打ち出したことなど、

一連の流れが原因であるものというふうに考え

ております。議会に対しては丁寧な説明、対話

を心がけながら市政運営をしていかなくてはな

らないと改めて考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、新文化複合

施設の市長答弁以外の部分についてお答えをさ

せていただきます。 

  都市再生整備計画事業における事業費につい

て、交付金対象外の経費も含めて総額約49億円

というふうな当初の説明をしておりますが、今

現在この額は幾らになっているかという御質問

であります。 

  都市再生整備計画事業については、ことしの

８月臨時会後、現時点での全体事業費について

これからの分も含めて約51億8,000万円となって

いる状況にあります。その主な増減内訳を申し

上げますと、新文化複合施設のうち図書館の部

分について基本構想を受けまして必要面積をふ

やしたことによる想定事業費の増額、さらには
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建設地の変更による用地費の減額等、一方では

建築費、設計費等の増額があり、その差引総額

が２億9,000万円の増となっております。 

  中部コミュニティセンター整備につきまして

は、請負差額が生じ、約2,000万円の減、まちな

か歴史公園の整備につきましては、主に用地費

等でありますが約1,000万円の増、人工芝サッカ

ー場整備の施設につきましては、この施設の充

実に伴いまして約1,000万円の増、松川河川敷お

まつり広場会場の整備につきましては、事業費

の精査に伴い約1,000万円の減額となっておりま

す。当初全体事業費に対しまして、現時点で約

２億8,000万円の増額というふうな状況になって

おります。 

  なお、今後の全体事業費の増減につきまして

は、新文化複合施設の設計が進みますと施設整

備の内容や構造、工法等が具体化してまいりま

すので、事業費の増減が生じる可能性がありま

すが、改めて議会へ御説明をしながら事業を進

めていきたいと考えております。 

  次に、本市とポポロビル所有者との間で結び

ました覚書について、有効期限はどのぐらいか

という御質問でありました。 

  本市とポポロビル所有者との覚書につきまし

ては、交流広場整備事業地としてポポロビル用

地を取得するための取り扱いを定めたものであ

り、ポポロビルに現在入居しているテナントが

退去した場合にその効力が発生する内容となっ

ているものであり、覚書の締結時点でその期限

を定めたものではございません。大きなお互い

の条件が変わらない限りにおいて、期限はない

というふうに御理解をいただきたいというふう

に思います。 

  次に、都市再生整備計画事業について認定を

受けた自治体はどれぐらいあるのかという御質

問についてお答えいたします。 

  まちづくり交付金における都市再生整備事業

計画につきましては、地方分権の趣旨を踏まえ

てまちづくりの主役は市町村であるという理念

のもと、地域主導の個性あふれるまちづくりを

実施し、全国の都市の再生を効率的に推進する

ことによって、地域住民の生活の質の向上と地

域経済、社会の活性化を図ることを目的として、

平成16年度に創設された制度であります。その

後、平成22年度に新交付金である社会資本整備

総合交付金に統合された事業であります。 

  平成16年度から平成23年度までに国に認めら

れた全国の採択地区数は2,039地区となっており、

全国の半数以上の市町村で活用されております。

なお、山形県における採択地区数の状況は、平

成23年３月31日現在で21市町の30地区で採択さ

れ、活用されております。 

  次に、まちづくりを行うための国の補助事業

は今後どうなっていくのかについてお答えいた

します。 

  社会資本整備総合交付金制度の今後の見通し

として申し上げますと、国の厳しい財政状況等

を考えれば、先行きが不透明な部分も確かに状

況としてございます。しかしながら、現在認定

を受けているこの第１期計画の事業については、

計画完了までの平成26年度までの間は継続して

支援を受けられるものと考えております。 

  次に、「今後10年から20年の見通しの中で、

本市が行う大規模施設整備についてどのような

ものを想定しているか」の御質問であります。 

  大規模施設整備につきましては、これまで米

沢市まちづくり総合計画の実施計画策定の中で

検討し、計画への登載をもって具体的な説明を

させていただくという流れになっております。

第４期実施計画に登載している事業の中で、大

規模施設整備に関連する事業につきましては、

寿山荘や市立病院の建てかえ、また東北中央自

動車道に伴う休憩・地域振興施設の整備を掲げ

ております。これらの事業につきましては、今

後検討を行っていくことになっておりますので、

個々の事業につきましてそれぞれ議論が深まり
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ましたならば改めて議会に御説明をさせていた

だきたいと考えております。本市が現時点で予

定している大規模施設整備についてはこの３つ

の施設となりますが、学校以外の公共施設の耐

震化等につきましては来年度の実施計画の見直

しに合わせてその順位づけなどの計画策定を行

う予定にしておりますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２点お答えいた

します。 

  まず１点目ですが、本市の将来のまちづくり

と財政についてのうち、財政の見通しについて

申し上げます。 

  本市においては、総合計画の実施計画の策定

に際し５年間の財政計画を作成し、計画的な財

政運営を行っているところであります。去る３

月にお示ししましたまちづくり総合計画第４期

実施計画の策定に際しての財政計画におきまし

ては、平成28年度までの財政状況の見通しとし

て都市再生整備計画事業も含めた第４期実施計

画登載事業の事業費といった歳出とあわせて、

市税、地方交付税、国県支出金や地方債などと

いった歳入の推移も推計するとともに、基金や

地方債残高並びに経常収支比率や実質公債費比

率の推移についても推計したところでございま

す。市税につきましては、今後の景気の動向や

評価がえの影響の予測を行いながら、現行税制

に基づき推計を行っております。また、地方交

付税のうち普通交付税につきましては、この期

間中の市税の見込みや交付税措置のある市債の

償還状況などを勘案して推計しております。こ

のほか、国県支出金や地方債につきましては第

４期実施計画登載事業を勘案して額を推計して

おります。 

  この結果、都市再生整備計画事業も含めた第

４期実施計画登載事業を実施しても、毎年の財

政運営を円滑に進めていくことは十分可能であ

ると予測したところでございます。また、財政

指標のうち経常収支比率は少子高齢化の影響で

扶助費等の伸びが見込まれることから、90％台

の後半で推移すると推計しておりますが、都市

再生整備計画事業のような建設事業が特に関連

する実質公債費比率につきましては、近年の投

資的経費の抑制策により今後も順調に比率が低

下していくものと推計しております。このほか、

市債残高につきましては臨時財政対策債等赤字

地方債の残高は累増する見込みではあるものの、

建設事業充当につきましては都市再生整備計画

事業以外の建設事業について引き続き抑制する

計画であることから、残高は減少する見込みで

あります。全体としては横ばいで推移するもの

と予測しております。 

  このように、財政指標等の面からも将来に過

度な負担を残すことなく、本事業の実施は十分

可能であると予測しているところでございます。

都市再生整備計画事業に限らず、事業全般にお

いて今後とも国等の補助制度や交付税措置のあ

る有利な地方債などを活用し、後年度の世代に

過度な財政負担を残さないような財政運営に取

り組んでいきたいと考えております。 

  次に、２点目でございます。放射能検査につ

いてですが、村山地域と本市の空間放射線量の

違いについて原因をどう捉えているかわかれば

というような御質問でございました。 

  山形県内の空間放射線量につきましては、現

在文部科学省と連携して県内26地点で24時間連

続測定を行っております。これとは別に、県内

全市町村で月１回、４地点以上で測定を行って

おります。県内26地点の状況でございますが、

９月３日の14時30分現在の測定値でありますが、

毎時0.027マイクロシーベルトから0.073マイク

ロシーベルトでございます。定期的に測定して

いる県内全市町村の測定値等から、県では「測
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定の結果についてはいずれも人体に影響がない

低い水準で、除染が必要な地域はありません」

との見解を示しているところでございます。さ

らに環境省においても「現在のところ山形県に

は追加被曝量１ミリシーベルト以上の除染対象

地域はないと考えている」との見解が示されて

いるところでございます。 

  このように、県内はいずれも極めて低い測定

値であることを認識しておりますが、その中で

村山地域の空間放射線量が米沢と比較してわず

かですが違いがあるということにつきまして、

本市として原因を分析しているわけではござい

ません。ただ実態的には山形市の衛生研究所屋

上にある測定値については、置賜総合支庁の測

定値よりも低い数値となっております。ただ、

学校や公園などの県内全市町村で定期的に測定

しているその他の地点における測定値や、文部

科学省の調査結果等については全体的に本市の

測定値のほうが低い数値となっているところで

あります。 

  一般的には、原子力施設で緊急事態が発生し、

気体状あるいは粒子状の放射性物質が漏れると、

大気とともに雲のように流れる状態で移動する

放射性プルームとなり、これが上空を通過する

とその地点の空間放射線量は一時的に高くなり、

また同時にくぼ地などの地形や風向き、降雨、

積雪、こういった影響で降下する場合がありま

す。放射性物質が地表面などに沈着すれば、結

果としてその地点での空間放射線量が高くなる

とされております。 

  群馬大学の早川由紀夫教授が作成された「福

島第一原発から漏れた放射能汚染ルートとタイ

ミング」というマップによりますと、女川ルー

ト、一関ルート、飯舘ルート、群馬ルート、柏

ルートなど幾つかのルートが示されております。

このうち、３月15日午後の飯舘ルートにつきま

しては、放射性プルームが福島第一原子力発電

所から北西に流れた後に福島市周辺で急激に南

に進路を変え、郡山、那須、日光と流れたと考

えられております。また、３月20日であります

が、一関ルートにつきましては同様に北西に流

れた後、山形市周辺を通過して北北東の一関へ

流れたと考えられているものでございます。た

だ、３月20日の夕方には山形市周辺では雨が降

っていた状況にありました。放射性プルームが

上空を覆うと、空間放射線量が上昇することに

なりますが、そのまま移動すれば空間放射線量

も下がることになります。ただ、放射性プルー

ムが上空を覆っているときに雨が降ったことで、

状況に違いが生じたのではないかと推測してい

るところでございます。 

  なお、空間放射線量の測定値につきましては、

原発事故に由来するものが全てではありません。

もともと宇宙や大地からも放射線が放出されて

おり、全世界平均では年間2.4ミリシーベルト、

日本における値は1.4ミリシーベルトと言われて

おります。特に大地から受ける放射線量は、大

地に含まれる鉱物の種類によって地域で異なる

ものとなっております。 

  最後になりますが、原発事故後の風向きや降

雨によって県内の各市町村ごとに空間放射線量

の測定値に若干の違いが発生していると思われ

るものの、県内の現在の空間放射線量の測定値

につきましてはいずれも極めて低い測定値であ

るということを申し添えて、答弁とさせていた

だきます。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、放射能検査につ

いてのうち、米や農産物の検査について米沢・

置賜でできるところがあるかどうかなどについ

てお答えいたします。 

  初めに、簡単に米や農畜産物の放射性物質検

査についてお答えいたします。 

  現在、米や農畜産物の放射性物質検査につい

ては、山形県が国の指示に基づき放射性物質検
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査に準じて、本市を含む県内各市町村の出荷量

や出荷時期を考慮しながら実施計画を策定し順

に実施しており、全頭検査を実施している牛肉

と、県の方針に基づき検査を強化している米を

除いて、今年８月30日現在で延べ414品目の農畜

産物やキノコ類及び魚介類の検査を実施し、全

てにおいて不検出または国が定める基準値を大

幅に下回る結果となっており、県産農畜産物等

の安全性が確認されております。このほか、大

豆、ソバ、麦、野生キノコでも検査を実施して

おり、安全性が確認されているところでありま

す。 

  米沢・置賜で検査ができるかについてであり

ますが、簡易な検査につきましては米沢ででき

るようでありますが、きちんとした分析を行う

にはさまざまな環境測定会社の支店等が山形市

に集中している現状にあるようでございます。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 新文化複合施設の年

間の維持経費はどれぐらいと見込んでおられる

のかお聞きしたい。 

  それから、現在の図書館、ギャラリーと比較

して職員の配置、人数などはどう変わっていか

れるのか。立派な施設ができるので人数がかな

りふえるのかなという心配があるわけですが。 

  それと、今の総務部長の答弁とダブってしま

うのかもしれませんが、まちづくり交付金、今

後起債の償還の見通しはどうなるのか。やはり

こういった多額の整備をやった場合には償還が

何年ぐらい先までかかっていくのかなというこ

とが非常に、額も心配でありますし期間も心配

であります。その辺を一応お聞きしておきたい。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 私からは、新文化複合

施設の維持管理費につきましてお答えいたしま

す。 

  機械設備等のランニングコストなどハード面

はこれから再開する設計作業を進めていく中で、

また人件費やソフト面につきましても施設全体

の管理運営体制を今後検討していく中で詰めて

いきたいと考えているところでございます。 

  なお、職員配置や人数につきましても、今後

施設の管理運営に関しましては指定管理者制度

の導入や業務の一部委託、直営などを検討して

いく中で決めていくこととなりますので、御理

解くださいますようお願いいたします。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 私からは、市債の償還につ

きましてお答えいたします。 

  これにつきましては、既に市政協議会、それ

から広報にも掲載してございますが、都市再生

整備計画事業の22年度から26年度までの５年間

における建設事業に係る市債の発行総額は85億

5,700万円と考えております。そのうち、この事

業に係る市債の発行額につきましては約22億

5,000万円と見込んでいるところでございます。

それから、27年度以降の建設事業に係る市債発

行額を毎年15億円と見込んでいるものでありま

す。都市再生整備計画事業に係る公債費につき

ましては、平成28年度に１億円を超え、その後

30年度から42年度まで大体毎年１億5,000万円ほ

どの額となると見込んでおります。それで、本

事業が完了して20年後の平成46年度をもって償

還は完了するという考えでございます。 

  全体として建設事業に係る公債費の推計でご

ざいますが、平成22年度から27年度までは20億

円後半で推移していくと考えておりますが、伝

国の杜の整備の返済が段階的に終了する28年度

から大幅に減少していきまして、30年度以降に

ついては20億円を切るというふうに考えてござ

います。全体的には、先ほど答弁にありました

ように49億円より増額になるというふうなこと

でございますが、起債のメニューが変更になり

まして、若干交付税の措置も考えられるという

ことから、大きく実質の負担額がふえるもので
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はないと考えているところでございます。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 米沢市も人口の減少

に入ってきて、かなり減ってきているわけであ

りますけれども、人口減少とか高齢化率、それ

から財政の悪化、そういったものをグラフであ

らわしていきますと、最初は直線的なレベルで

下がっていくんでありますけれども、ある一点

を超えるあたりから放物線的にぐんとカーブが

ついた下がり方をしていくというのが、そうい

った数値をよく見るわけでありますけれども、

米沢市も今後いろいろな人口の減少を含め財政

も、そういった放物線的な下降をしないように

支えていかなければならないし、そうならない

ように財政運営、市政運営をやっていかなけれ

ばならないんだろうなというふうに思います。 

  今回のポポロビル、まちの広場、新文化複合

施設、この問題の中での損失額といいますか、

無駄になった金額はどのぐらいになっておられ

るのかお聞きしておきたい。このことについて

は口頭で申し上げておりましたので、お答えを

いただけるものだというふうに思っております。 

  それから、佐賀県の武雄市では図書館運営を

レンタル店ＴＳＵＴＡＹＡを展開する民間企業

に委託する計画を発表したそうであります。こ

ういった、先ほど教育管理部長からも指定管理

等のお話がございましたけれども、やはり全国

に情報を発信できるような内容を何か盛り込ん

でやれれば非常に有効じゃないかなというふう

に思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 私からは、最初のほう

の御質問、損失額についてであります。 

  新文化複合施設の建設地がまちの広場に変更

したことによって無駄になった経費という捉え

方でありますが、これは実施済みの建物の基本

設計や地質調査、それから用地測量、この委託

料について最大で約2,000万円というふうに考え

ております。実施済みの建物の基本設計につい

ては、請負設計者と協議を進めて、精算額を確

定した上で新たな基本設計を進めていきたいと

いうふうに考えております。また、まちの広場

での地質調査、用地測量につきましては、当初

計画地での損失をなるべく少なくするためにも、

実施済みの成果を最大限活用しながら経費の削

減に努めて、業務委託の発注を行っていきたい

というふうに考えております。以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 図書館の管理運営の点

でございますけれども、利用者の利便性の向上

というものがやはり大切だと思います。そして

一方ではやはり管理運営の効率性を高めるとい

う部分も必要だと思います。そういった視点か

ら、最良の管理運営の形態の選択というものが

必要と考えておりまして、全国に発信できるよ

うなという部分については今後の検討課題では

ございますが、武雄市さんのような形になるの

か否かについては現時点ではお答えすることが

できませんので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） それから、まちの広

場に変わることによりまして、市道まちの広場

線、当初はなくすと言って途中から地元要望が

湧き上がったせいか残すと言って、このたびま

ちの広場に建てるというふうに正確にきちっと

決まったわけですけれども、このまちの広場線

のところのこのたびの計画がどういうふうにな

っているのか。確認の意味も含めてお聞きして

おきたい。 

  それから、ポポロビルにはギャラリードリー

ムもかつて入っていたわけでありますけれども、

解体になるというふうになった場合にあそこに

はアスベストが使われているかどうかはわかっ

ておられますか。一応お聞きしておきたい。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 最初に１点目の市道ま
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ちの広場線についてでございます。確かに４月

の段階で唐突な方針転換について方向性を公表

させてもらったわけでありますが、その時点で

できれば廃止というふうな表現をさせていただ

きました。そのことについては当然ながら白紙

撤回をその後させていただいておりまして、現

時点ではこの整備についてはまだ決着はついて

ございません。今後、地元の方々、そしてそこ

で御商売をされている商店街の方、近隣の商業

者の方々も含めて御意見を賜りたいと、そうい

う機会をつくりたいというふうに思います。そ

うした意見を踏まえながら、市道まちの広場線

の整備の方向性について固めていきたいという

ふうに思います。 

  それから、今のポポロビル、御指摘のところ

でありますが、これについては具体的な調査が

まだ行われておりませんので、現時点では断定

的なことは申し上げられないという状況になり

ます。今後解体ということが決まってまいりま

したならば、その時点で調査をさせていただい

て、適切な措置を講ずるべきというふうに考え

ております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 市道まちの広場線に

つきましては、一時廃止という線が出まして、

地元でもかなり憤慨をしている方がおられまし

て、その後今説明ありましたように白紙撤回と

いうことですが、現在については決着はついて

いないと。白紙撤回したから道路部分は残るの

かなというふうに思っておったんですが、では

決着はついていないということなんでしょうか。

地元としてはやはり真っすぐな道路で対面通行

にしてほしいという強い要望があるんです。特

にあそこのまちの広場線の北側部分の皆様方は

非常に、かつてはきちんと通り抜けをしておっ

たものがあるとき突然行政側にあの道路をとめ

られてしまって、その後地元商店街が非常に廃

れたという言い方がちょっと適切かどうかわか

らないですが、非常に苦慮されたと。それで、

一方通行ではありますがうねうね道路で辛うじ

て通れるようになって、ちょっと一段落してい

たのが今度またとめられるということになれば、

地元では非常に苦慮するというか反発が出てく

るんじゃないかなというふうに思います。ぜひ

とも真っすぐな道路で対面通行にしてほしいと

いうふうに私も要望を受けておりますので、そ

のことは強く要望いたしておきます。 

  それから、先ほどの放射能の問題であります

が、８月28日のテレビニュースで福島県の新米

の放射能検査の様子が放映されておりました。

ベルトコンベヤーの上を、紙製だと思われます

けれども米袋が流れていって、機械の下を通る

と一瞬で結果が判明するという様子が映し出さ

れておりました。米沢の数値は低いからと言わ

れるものの、そういった流通、販売するような

ものについてはやはり米沢で機械にかければ瞬

時に結果が判明するというようなものがあれば

いいなというふうに思います。あのような機器

を米沢でもぜひ購入すべきではないかなという

ふうに思いましたが、その辺はいかがでしょう

か。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 今議員お話しのベルトコン

ベヤー式の検査でありますが、米の全袋検査で

ありまして、平成23年米から暫定規制値を超え

る数値が検出された福島県で実施されておりま

す。スクリーニング検査でありまして、平成23

年米が全て不検出だったという本県の状況とは

異なるというふうなこともありますので、その

ような検査機器の導入までは考えておりません

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） それから、これから

予想される施設整備をお聞きしたところ、寿山

荘、市立病院、新しいインターチェンジのとこ

ろにできる物販施設的なというお答えを頂戴い
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たしました。今回20億円で新文化複合施設をつ

くるという予算でありますけれども、この間ニ

ュースを見ておりましたら尖閣諸島の国の買い

上げ予定額が22億円ぐらいだったですか、大体

似た金額だなと、これが高いか安いかというこ

とでありますけれども、米沢市の財政からすれ

ば土地代が含まれていなくて20億円というのは

やはりかなり高額なものだというふうに私は思

っております。では米沢で今必要なものは何だ

というふうに言われますと、ただいま出ました

これからの高齢化社会、こういったものをどの

ように地域として支えていくかということにな

れば、やはり市立病院の充実が、私は図書館な

んかよりももっと早くに優先してやるべきもの

だろうというふうに思っているところでありま

す。今の市立病院の外来棟、管理棟、これらの

部分が結構老朽化していると、こういったもの

の建てかえを早く進めて、やはり安全・安心な

まちづくり、地域の方々が病気になったときに

対応してもらえるという体制を構築していくべ

きだろうというふうに思います。 

  それから、新しいインターチェンジの物販施

設でありますけれども、いつも思うのが米沢の

道の駅と飯豊町の道の駅、これを比べると田沢

にある道の駅は規模も小さくて最初のうちは本

当に車が通らなかったんですが、今はある程度

は通るようになりましたけれども、飯豊町の道

の駅「めざみの里」ですか、あれの繁盛ぶりを

見ていますと非常にすばらしいなというふうに

思うわけであります。やはりああいったものに

多額の投資をしても、地元に多額の販売金額、

それから米沢牛を食べていただくレストラン的

なものを建てていく、やはり建てた投資金額が

十分数年後にはそれを賄っていけるというふう

な、そういった米沢市のまちづくりというもの

をやっていかなければならない、そういう将来

につながるような投資型予算の兼ね合い、そう

いったものをやっていくべきだというふうに思

いますけれども、その辺については一応見解を

お聞きしておきたい。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 ただいま御意見のありまし

た道の駅等でございますが、これにつきまして

は私もそのようなことが大変望ましいなと思っ

ているところであります。今後庁内の合意形成

を図りまして、また関係者の御意見をお聞きし

ながら、その準備を進めていきたいなというふ

うに考えております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） それから、今回の新

文化複合施設については文化会館と一体的な改

築構想がなぜ出てこないのかという話の中で、

当局のほうからは「平成26年度に耐震化調査が

入る」ということでありますけれども、この耐

震化調査が入って、文化会館が補強とか改築を

しなければならないというふうになったときに

は、今回の新文化複合施設の建設やら、そのと

きポポロビルの跡がまちの広場機能がついたも

のになっているかどうかその辺もまだ定かでは

ないんですけれども、それから駐車場を含めて

文化会館に何らかの手を加えるときにはまた新

たな全体計画というものを練っていくことにな

るんでしょうか、それとも文化会館単独の話と

いう形になるんでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 市民文化会館について

は、何度か議会のほうでも御説明をさせていた

だきましたが、平成９年に阪神淡路大震災を受

けまして県のほうが施工したわけでありますが、

簡易診断を一度しております。その中では、建

物の堅牢性については問題がないというふうな

お墨つきをいただいておりますので、耐震診断

をしてすぐにというふうな状況にはならないも

のと考えておりますが、今持っている文化会館

の課題、さまざまございます。実は空調設備の

問題ですとか、それから座席の問題ですとかご
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ざいますので、そうした課題解決も含めながら

長寿命化を図っていくのが当面の課題かなとい

うふうに考えております。一方で、文化会館建

てかえに向けましては、新たな文化会館がどう

いうあり方が望ましいのかという部分について

はやはり市民からも広く意見を聞きながら、構

想をつくっていく時間が必要になってまいりま

すので、この部分についてはまた時間をかけな

がらさまざま議論を積み上げていく必要がある

というふうに考えております。 

○佐藤 議長 山村明議員。 

○２１番（山村 明議員） 最後に、非常に今回

行政側も大変苦慮された面が多かったというふ

うに思っています、この一連の問題ですね。今

後の再発防止となるべき分析といいますか、そ

ういう解明とそして反省点というものはしっか

りとなされたのかどうなのか、それともこれか

らなんですかね、その辺についてのあれが。そ

ういったことについて議会にも情報としてはい

ただけるのかなどうなのかなというところをお

聞きして、最後の質問にしたいと思います。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 これにつきましても、

５月の全員協議会の際に一部お話をさせていた

だいた経過がございます。先ほど質問の答弁が

あったわけですが、要するに法律関係について

こちら側としては大家とたな子という関係から

少し一歩引いたわけでありますが、見通しにつ

いて非常に甘かった部分があったというふうな

ことがまず第１点目の反省としてございます。

それから、議会との関係において配慮が足りな

かった、そういう進め方をしてきたという部分

についても、大きな反省点としてございます。

これからも引き続き再発防止に向けてさまざま

に努力をしていく、考え続けていくというふう

な姿勢でいきたいと思っております。なお、法

律関係の問題についてはやはり専門家から意見

を聞きながら、柔軟な発想といいますかさまざ

まな危険性を認識しながら進めていくという慎

重性がこれから求められていくというふうに考

えておりますので、ぜひそのようなスタンスで

事業を進めていきたいというふうに考えており

ます。以上であります。 

○佐藤 議長 以上で、21番山村明議員の一般

質問を終了いたします。 
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○佐藤 議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１１分 散  会 

 


